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○
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
五
年
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
十
八
号
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
八
条
（
略
）

第
一
条
～
第
八
条
（
略
）

（
制
動
装
置
）

（
制
動
装
置
）

第
九
条

平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両

第
九
条

平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両

の
保
安
基
準
第
十
二
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
十
五
条
、
第
九
十
三
条
及
び
第
百
七
十
一
条
の

の
保
安
基
準
第
十
二
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
十
五
条
、
第
九
十
三
条
及
び
第
百
七
十
一
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。

定
は
、
適
用
し
な
い
。

自

動

車

条

項

自

動

車

条

項

一
～
九
（
略
）

（
略
）

一
～
九
（
略
）

（
略
）

十

車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
以
下
の
被
牽
引
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成

（
略
）

十

車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
以
下
の
被
牽
引
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成

（
略
）

け
ん

け
ん

十
一
年
六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
九
年
十
月
一

十
一
年
六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
九
年
十
月
一

日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
（
法
第
七
十
五
条
第
一

日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
を
い

て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）

十
一

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
被
牽
引
自
動
車
で
あ
っ

（
略
）

十
一

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
被
牽
引
自
動
車
で
あ
っ

（
略
）

け
ん

け
ん

て
平
成
十
二
年
六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
十
年

て
平
成
十
二
年
六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
十
年

十
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

十
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式

に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）

３

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
の
う
ち
同
表
第
二
欄
に
掲
げ

３

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
の
う
ち
同
表
第
二
欄
に
掲
げ

る
規
定
は
、
同
表
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
を
同
表
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
て
適
用
す

る
規
定
は
、
同
表
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
を
同
表
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
て
適
用
す

る
。

る
。

自

動

車

条

項

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

自

動

車

条

項

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

一
～
五
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
五
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六

第
一
項
第
一
号
の
自
動
車
で

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六

第
一
項
第
一
号
の
自
動
車
で

（
略
）

（
略
）

（
略
）

あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
被
牽
引
自

あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
被
牽
引
自

け
ん

け
ん

動
車
を
牽
引
す
る
も
の

動
車
を
牽
引
す
る
も
の

け
ん

け
ん

イ

車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ

車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン

（
略
）

（
略
）

（
略
）

以
下
の
被
牽
引
自
動
車
で
あ

以
下
の
被
牽
引
自
動
車
で
あ

け
ん

け
ん

っ
て
平
成
十
一
年
六
月
三
十

っ
て
平
成
十
一
年
六
月
三
十

日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の

日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の

（
平
成
九
年
十
月
一
日
以
降

（
平
成
九
年
十
月
一
日
以
降
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に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定

に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の

自
動
車
を
除
く
。
）

規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ

い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車

を
除
く
。
）

ロ

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ン
を
超
え
る
被
牽
引
自
動
車

ン
を
超
え
る
被
牽
引
自
動
車

け
ん

け
ん

で
あ
っ
て
平
成
十
二
年
六
月

で
あ
っ
て
平
成
十
二
年
六
月

三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た

三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た

も
の
（
平
成
十
年
十
月
一
日

も
の
（
平
成
十
年
十
月
一
日

以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式

以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一

指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式

に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自

動
車
を
除
く
。
）

七

第
一
項
第
一
号
の
自
動
車

（
略
）

（
略
）

（
略
）

七

第
一
項
第
一
号
の
自
動
車

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
軽
自
動
車
及
び
車
両
総
重
量

（
軽
自
動
車
及
び
車
両
総
重
量

が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
自
動

が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
自
動

車
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
平
成

車
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
平
成

十
二
年
六
月
三
十
日
以
前
に
製

十
二
年
六
月
三
十
日
以
前
に
製

作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
十
年
十

作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
十
年
十

月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た

月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条

型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型

式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自

動
車
を
除
く
。
）

八
、
九
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

八
、
九
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

４
（
略
）

４
（
略
）

５

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

５

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

第
一
項
第
四
号
（
二
輪
自
動
車
に
あ
っ
て
は
同
号
ニ
か
ら
ト
ま
で
に
係
る
部
分
を
除
き
、
側
車
付
二

第
一
項
第
四
号
（
二
輪
自
動
車
に
あ
っ
て
は
同
号
ニ
か
ら
ト
ま
で
に
係
る
部
分
を
除
き
、
側
車
付
二

輪
自
動
車
及
び
三
輪
自
動
車
に
あ
っ
て
は
同
号
ニ
及
び
ト
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用

輪
自
動
車
及
び
三
輪
自
動
車
に
あ
っ
て
は
同
号
ニ
及
び
ト
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用

す
る
。

す
る
。

自

動

車

条

項

自

動

車

条

項

一

第
一
項
第
一
号
の
自
動
車
（
軽
自
動
車
及
び
車
両
総
重
量
が
三
・

（
略
）

一

第
一
項
第
一
号
の
自
動
車
（
軽
自
動
車
及
び
車
両
総
重
量
が
三
・

（
略
）

五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十
一
年
六
月

五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十
一
年
六
月

三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
九
年
十
月
一
日
以
降
に
指

三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
九
年
十
月
一
日
以
降
に
法

定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受

け
た
自
動
車
を
除
く
。
）

二

第
一
項
第
一
号
の
自
動
車
（
軽
自
動
車
及
び
車
両
総
重
量
が
三
・

（
略
）

二

第
一
項
第
一
号
の
自
動
車
（
軽
自
動
車
及
び
車
両
総
重
量
が
三
・

（
略
）
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五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車

に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十
二
年
六

五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車

に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十
二
年
六

月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
十
年
十
月
一
日
以
降
に

月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
十
年
十
月
一
日
以
降
に

指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を

受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）

三

第
一
項
第
二
号
の
自
動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分
が
運
転
者
室
又

（
略
）

三

第
一
項
第
二
号
の
自
動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分
が
運
転
者
室
又

（
略
）

は
客
室
の
下
に
あ
る
自
動

車
及
び
す
べ
て
の
車
輪
に
動
力
を
伝
達

は
客
室
の
下
に
あ
る
自
動

車
及
び
す
べ
て
の
車
輪
に
動
力
を
伝
達

で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備
え
た
自
動
車
で
あ
っ
て
車
枠
を

で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備
え
た
自
動
車
で
あ
っ
て
車
枠
を

有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
七
年
十
二
月
三
十
一
日

有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
七
年
十
二
月
三
十
一
日

（
輸
入
さ
れ
た

自
動
車
に
あ
っ
て
は
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一

（
輸
入
さ
れ
た

自
動
車
に
あ
っ
て
は
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一

日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動

日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動

車
で
あ
っ
て
平
成
六
年
四
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定

車
で
あ
っ
て
平
成
六
年
四
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の

自
動
車
を
除
く
。
）

規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を

を
除
く
。
）

受
け
た
も
の

四

第
一
項
第
二
号
の
自
動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分
が
運
転
者
室
又

（
略
）

四

第
一
項
第
二
号
の
自
動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分
が
運
転
者
室
又

（
略
）

は
客
室
の
下
に
あ
る
普
通

自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
並
び
に
す
べ

は
客
室
の
下
に
あ
る
普
通

自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
並
び
に
す
べ

て
の
車
輪
に
動
力
を
伝
達
で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備
え
た

て
の
車
輪
に
動
力
を
伝
達
で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備
え
た

普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
で
あ
っ
て
車
枠
を
有
す
る
も
の
に
限

普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
で
あ
っ
て
車
枠
を
有
す
る
も
の
に
限

る
。
）
で
あ

っ
て
平
成
十
一
年
六
月
三
十
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動

る
。
）
で
あ

っ
て
平
成
十
一
年
六
月
三
十
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動

車
に
あ
っ
て
は
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も

車
に
あ
っ
て
は
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も

の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
九
年
十
月

の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
九
年
十
月

一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ

い
て
指
定
を

を
除
く
。
）

受
け
た
も
の

五

第
一
項
第
二
号
の
自
動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分
が
運
転
者
室
又

（
略
）

五

第
一
項
第
二
号
の
自
動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分
が
運
転
者
室
又

（
略
）

は
客
室
の
下
に
あ
る
軽
自
動
車
及
び
す
べ
て
の
車
輪
に
動
力
を
伝
達

は
客
室
の
下
に
あ
る
軽
自
動
車
及
び
す
べ
て
の
車
輪
に
動
力
を
伝
達

で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備
え
た
軽
自
動
車
で
あ
っ
て
車
枠

で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備
え
た
軽
自
動
車
で
あ
っ
て
車
枠

を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十
二
年
六
月
三
十
日
以

を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十
二
年
六
月
三
十
日
以

前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
十
年
十
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け

前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
十
年
十
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五

た
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動

車
を
除
く
。
）

六

第
一
項
第
三
号
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
一
年
六
月
三
十
日
以

（
略
）

六

第
一
項
第
三
号
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
一
年
六
月
三
十
日
以

（
略
）

前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
九
年
十
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け

前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
九
年
十
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五

た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
（
道
路

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動

運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
。

車
及
び
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第

以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定

七
十
四
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
二
条
の
三
第

に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
を
い
う
。
以
下

一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
を

同
じ
。
）
を
除
く
。
）

除
く
。
）
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（
牽
引
自
動
車
及
及
び
被
牽
引
自
動
車
の
制
動
装
置
）

（
牽
引
自
動
車
及
及
び
被
牽
引
自
動
車
の
制
動
装
置
）

け
ん

け
ん

け
ん

け
ん

第
十
条

平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第
十

第
十
条

平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第
十

三
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
十
六
条
、
第
九
十
四
条
及
び
第
百
七
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

三
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
十
六
条
、
第
九
十
四
条
及
び
第
百
七
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
七
（
略
）

一
～
七
（
略
）

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。

定
は
、
適
用
し
な
い
。

自

動

車

条

項

自

動

車

条

項

一
～
七
（
略
）

（
略
）

一
～
七
（
略
）

（
略
）

八

牽
引
自
動
車
と
前
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
被

（
略
）

八

牽
引
自
動
車
と
前
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
被

（
略
）

け
ん

け
ん

牽
引
自
動
車
と
を
連
結
し
た
場
合
又
は
牽
引
自
動
車
で
あ
っ
て
次
に

牽
引
自
動
車
と
を
連
結
し
た
場
合
又
は
牽
引
自
動
車
で
あ
っ
て
次
に

け
ん

け
ん

け
ん

け
ん

掲
げ
る
自
動
車
で
あ
る
も
の
（
三
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
と
被
牽
引

掲
げ
る
自
動
車
で
あ
る
も
の
（
三
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
と
被
牽
引

け
ん

け
ん

自
動
車
と
を
連
結
し
た
場
合
に
お
け
る

牽
引
自
動
車
及
び
被
牽
引

自
動
車
と
を
連
結
し
た
場
合
に
お
け
る

牽
引
自
動
車
及
び
被
牽
引

け
ん

け
ん

け
ん

け
ん

自
動
車

自
動
車

イ

前
条
第
一
項
第
一
号
の
自
動
車
（
軽
自
動
車
及
び
車
両
総
重
量

イ

前
条
第
一
項
第
一
号
の
自
動
車
（
軽
自
動
車
及
び
車
両
総
重
量

が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十

が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十

一
年
六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
九
年
十
月
一

一
年
六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
九
年
十
月
一

日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ

い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）

ロ

前
条
第
一
項
第
一
号
の
自
動
車
（
軽
自
動
車
及
び
車
両
総
重
量

ロ

前
条
第
一
項
第
一
号
の
自
動
車
（
軽
自
動
車
及
び
車
両
総
重
量

が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十

が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十

二
年
六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
十
年
十
月
一

二
年
六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
十
年
十
月
一

日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ

い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）

ハ

前
条
第
一
項
第
二
号
の
自
動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分
が
運
転

ハ

前
条
第
一
項
第
二
号
の
自
動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分
が
運
転

者
室
又
は
客
室
の
下
に
あ
る
自
動
車
及
び
す
べ
て
の
車
輪
に
動
力

者
室
又
は
客
室
の
下
に
あ
る
自
動
車
及
び
す
べ
て
の
車
輪
に
動
力

を
伝
達
で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備
え
た
自
動
車
で
あ
っ

を
伝
達
で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備
え
た
自
動
車
で
あ
っ

て
車
枠
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
七
年
十
二
月

て
車
枠
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
七
年
十
二
月

三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
平
成
十
一
年
三
月

三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
平
成
十
一
年
三
月

三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以

三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以

外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
六
年
四
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け

外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
六
年
四
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五

た
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
も

の
を
除
く
。
）

ニ

前
条
第
一
項
第
二
号
の
自
動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分
が
運
転

ニ

前
条
第
一
項
第
二
号
の
自
動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分
が
運
転

者
室
又
は
客
室
の
下
に
あ
る
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
並
び

者
室
又
は
客
室
の
下
に
あ
る
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
並
び

に
す
べ
て
の
車
輪
に
動
力
を
伝
達
で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置

に
す
べ
て
の
車
輪
に
動
力
を
伝
達
で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置

を
備
え
た
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
で
あ
っ
て
車
枠
を
有
す

を
備
え
た
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
で
あ
っ
て
車
枠
を
有
す

る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十
一
年
六
月
三
十
日
（
輸
入

る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十
一
年
六
月
三
十
日
（
輸
入
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さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
）
以
前
に

さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
）
以
前
に

製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ

製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ

て
平
成
九
年
十
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車

て
平
成
九
年
十
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

を
除
く
。
）

よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を

を
除
く
。
）

受
け
た
も
の

ホ

前
条
第
一
項
第
二
号
の
自
動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分
が
運
転

ホ

前
条
第
一
項
第
二
号
の
自
動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分
が
運
転

者
室
又
は
客
室
の
下
に
あ
る
軽
自
動
車
及
び
す
べ
て
の
車
輪
に
動

者
室
又
は
客
室
の
下
に
あ
る
軽
自
動
車
及
び
す
べ
て
の
車
輪
に
動

力
を
伝
達
で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備
え
た
軽
自
動
車
で

力
を
伝
達
で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備
え
た
軽
自
動
車
で

あ
っ
て
車
枠
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十
二
年

あ
っ
て
車
枠
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十
二
年

六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
十
年
十
月
一
日
以

六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
十
年
十
月
一
日
以

降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て

指
定
を
受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）

九

牽
引
自
動
車
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
る
も
の
と
被
牽

（
略
）

九

牽
引
自
動
車
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
る
も
の
と
被
牽

（
略
）

け
ん

け
ん

け
ん

け
ん

引
自
動
車
と
を
連
結
し
た
場
合
に
お
け
る
牽
引
自
動
車
及
び
被
牽
引

引
自
動
車
と
を
連
結
し
た
場
合
に
お
け
る
牽
引
自
動
車
及
び
被
牽
引

け
ん

け
ん

け
ん

け
ん

自
動
車

自
動
車

イ

前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
（
三
輪
自
動
車
に
限

イ

前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
（
三
輪
自
動
車
に
限

る
。
）

る
。
）

ロ

前
条
第
一
項
第
三
号
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
一
年
六
月
三

ロ

前
条
第
一
項
第
三
号
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
一
年
六
月
三

十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
九
年
十
月
一
日
以
降
に
指

十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
平
成
九
年
十
月
一
日
以
降
に
法

定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を

動
車
を
除
く
。
）

受
け
た
自
動
車
及
び
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）

３

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
の
う
ち
同
表
第
二
欄
に
掲
げ

３

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
の
う
ち
同
表
第
二
欄
に
掲
げ

る
規
定
は
、
同
表
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
を
同
表
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
て
適
用
す

る
規
定
は
、
同
表
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
を
同
表
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
て
適
用
す

る
。

る
。

自

動

車

条

項

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

自

動

車

条

項

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

一
～
五
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
五
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六

牽
引
自
動
車
と
前
条
第
三
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六

牽
引
自
動
車
と
前
条
第
三
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

け
ん

け
ん

第
六
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
被

第
六
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
被

牽
引
自
動
車
で
あ
っ
て
昭
和
五

牽
引
自
動
車
で
あ
っ
て
昭
和
五

け
ん

け
ん

十
年
四
月
一
日
以
降
に
製
作
さ

十
年
四
月
一
日
以
降
に
製
作
さ

れ
た
も
の
と
を
連
結
し
た
場
合

れ
た
も
の
と
を
連
結
し
た
場
合

又
は
牽
引
自
動
車
で
あ
っ
て
次

又
は
牽
引
自
動
車
で
あ
っ
て
次

け
ん

け
ん

に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
る
も
の

に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
る
も
の

（
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
以
降

（
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
以
降

に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
限

に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
限

る
。
）
と
被
牽
引
自
動
車
と
を

る
。
）
と
被
牽
引
自
動
車
と
を

け
ん

け
ん

連
結
し
た
場
合
に
お
け
る
牽
引

連
結
し
た
場
合
に
お
け
る
牽
引

け
ん

け
ん
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自
動
車
及
び
被
牽
引
自
動
車

自
動
車
及
び
被
牽
引
自
動
車

け
ん

け
ん

イ

前
条
第
一
項
第
一
号
の
自

イ

前
条
第
一
項
第
一
号
の
自

動
車
（
軽
自
動
車
及
び
車
両

動
車
（
軽
自
動
車
及
び
車
両

総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超

総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超

え
る
自
動
車
を
除
く
。
）
で

え
る
自
動
車
を
除
く
。
）
で

あ
っ
て
平
成
十
一
年
六
月
三

あ
っ
て
平
成
十
一
年
六
月
三

十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も

十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も

の
（
平
成
九
年
十
月
一
日
以

の
（
平
成
九
年
十
月
一
日
以

降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指

降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項

定
自
動
車
を
除
く
。
）

の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に

つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動

車
を
除
く
。
）

ロ

前
条
第
一
項
第
一
号
の
自

ロ

前
条
第
一
項
第
一
号
の
自

動
車
（
軽
自
動
車
及
び
車
両

動
車
（
軽
自
動
車
及
び
車
両

総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超

総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超

え
る
自
動
車
に
限
る
。
）
で

え
る
自
動
車
に
限
る
。
）
で

あ
っ
て
平
成
十
二
年
六
月
三

あ
っ
て
平
成
十
二
年
六
月
三

十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も

十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も

の
（
平
成
十
年
十
月
一
日
以

の
（
平
成
十
年
十
月
一
日
以

降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指

降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項

定
自
動
車
を
除
く
。
）

の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に

つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動

車
を
除
く
。
）

ハ

前
条
第
一
項
第
二
号
の
自

ハ

前
条
第
一
項
第
二
号
の
自

動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分

動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分

が
運
転
者
室
又
は
客
室
の
下

が
運
転
者
室
又
は
客
室
の
下

に
あ
る
自
動
車
及
び
す
べ
て

に
あ
る
自
動
車
及
び
す
べ
て

の
車
輪
に
動
力
を
伝
達
で
き

の
車
輪
に
動
力
を
伝
達
で
き

る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を

る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を

備
え
た
自
動
車
で
あ
っ
て
車

備
え
た
自
動
車
で
あ
っ
て
車

枠
を
有
す
る
も
の
を
除

枠
を
有
す
る
も
の
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
七
年

く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
七
年

十
二
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ

十
二
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ

れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
平

れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
平

成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
）

成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
）

以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の

以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の

（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外

（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外

の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
六

の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
六

年
四
月
一
日
以
降
に
指
定
を

年
四
月
一
日
以
降
に
法
第
七

受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
を

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
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除
く
。
）

り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

を

を
除
く
。
）

受
け
た
も
の

ニ

前
条
第
一
項
第
二
号
の
自

ニ

前
条
第
一
項
第
二
号
の
自

動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分

動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分

が
運
転
者
室
又
は
客
室
の
下

が
運
転
者
室
又
は
客
室
の
下

に
あ
る
普
通
自
動
車
及
び
小

に
あ
る
普
通
自
動
車
及
び
小

型
自
動
車
並
び
に
す
べ
て
の

型
自
動
車
並
び
に
す
べ
て
の

車
輪
に
動
力
を
伝
達
で
き
る

車
輪
に
動
力
を
伝
達
で
き
る

構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備

構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備

え
た
普
通
自
動
車
及
び
小
型

え
た
普
通
自
動
車
及
び
小
型

自
動
車
で
あ
っ
て
車
枠
を
有

自
動
車
で
あ
っ
て
車
枠
を
有

す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

っ
て
平
成
十
一
年
六
月
三
十

っ
て
平
成
十
一
年
六
月
三
十

日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に

日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に

あ
っ
て
は
平
成
十
四
年
九
月

あ
っ
て
は
平
成
十
四
年
九
月

三
十
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ

三
十
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ

た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動

た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動

車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て

車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て

平
成
九
年
十
月
一
日
以
降
に

平
成
九
年
十
月
一
日
以
降
に

指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規

動
車
を
除
く
。
）

定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い

て
指
定
を

を

受
け
た
も
の

除
く
。
）

ホ

前
条
第
一
項
第
二
号
の
自

ホ

前
条
第
一
項
第
二
号
の
自

動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分

動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分

が
運
転
者
室
又
は
客
室
の
下

が
運
転
者
室
又
は
客
室
の
下

に
あ
る
軽
自
動
車
及
び
す
べ

に
あ
る
軽
自
動
車
及
び
す
べ

て
の
車
輪
に
動
力
を
伝
達
で

て
の
車
輪
に
動
力
を
伝
達
で

き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置

き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置

を
備
え
た
軽
自
動
車
で
あ
っ

を
備
え
た
軽
自
動
車
で
あ
っ

て
車
枠
を
有
す
る
も
の
に
限

て
車
枠
を
有
す
る
も
の
に
限

る
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十
二

る
。
）
で
あ
っ
て
平
成
十
二

年
六
月
三
十
日
以
前
に
製
作

年
六
月
三
十
日
以
前
に
製
作

さ
れ
た
も
の
（
平
成
十
年
十

さ
れ
た
も
の
（
平
成
十
年
十

月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け

月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五

た
型
式
指
定
自
動
車
を
除

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ

く
。
）

の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受

け
た
自
動
車
を
除
く
。
）

ヘ

前
条
第
一
項
第
三
号
の
自

ヘ

前
条
第
一
項
第
三
号
の
自

動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
一
年

動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
一
年
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六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ

六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ

れ
た
も
の
（
平
成
九
年
十
月

れ
た
も
の
（
平
成
九
年
十
月

一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た

一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条

型
式
指
定
自
動
車
及
び
認
定

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車

型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け

を
除
く
。
）

た
自
動
車
及
び
施
行
規
則
第

六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い

て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
を

除
く
。
）

七
～
九
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

七
～
九
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
一
条
～
第
十
四
条
（
略
）

第
十
一
条
～
第
十
四
条
（
略
）

（
車
枠
及
び
車
体
）

（
車
枠
及
び
車
体
）

第
十
五
条

平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第

第
十
五
条

平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第

十
八
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
二
十
二
条
、
第
百
条
及
び
第
百
七
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

十
八
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
二
十
二
条
、
第
百
条
及
び
第
百
七
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
五
（
略
）

一
～
五
（
略
）

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。

定
は
、
適
用
し
な
い
。

自

動

車

条

項

自

動

車

条

項

一
、
二
（
略
）

（
略
）

一
、
二
（
略
）

（
略
）

三

平
成
七
年
十
二
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は

（
略
）

三

平
成
七
年
十
二
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は

（
略
）

平
成
十
一
年

三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
輸

平
成
十
一
年

三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
輸

入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自

動
車
で
あ
っ
て
平
成
六
年
四
月
一
日

入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自

動
車
で
あ
っ
て
平
成
六
年
四
月
一
日

以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て

指
定
を
受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）

四

平
成
十
一
年
六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
輸
入
さ

（
略
）

四

平
成
十
一
年
六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
輸
入
さ

（
略
）

れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
九
年
十
月
一
日
以
降
に

れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
九
年
十
月
一
日
以
降
に

指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を

る
も
の

を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

受
け
た
も
の

イ

専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
（
原

イ

専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
（
原

動
機
の
相
当
部
分
が
運
転
者
席
又
は
客
室
の
下
に
あ
る
自
動
車
及

動
機
の
相
当
部
分
が
運
転
者
席
又
は
客
室
の
下
に
あ
る
自
動
車
及

び
す
べ
て
の
車
輪
に
動
力
を
伝
達
で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置

び
す
べ
て
の
車
輪
に
動
力
を
伝
達
で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置

を
備
え
た
自
動
車
で
あ
っ
て
車
枠
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

を
備
え
た
自
動
車
で
あ
っ
て
車
枠
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
で

ロ

貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
で

あ
っ
て
車
両
総
重
量
二
・
八
ト
ン
以
下
の
も
の

あ
っ
て
車
両
総
重
量
二
・
八
ト
ン
以
下
の
も
の

五

平
成
十
二
年
六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
輸
入
さ

（
略
）

五

平
成
十
二
年
六
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
輸
入
さ

（
略
）
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れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
年
十
月
一
日
以
降
に

れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
年
十
月
一
日
以
降
に

指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を

る
も
の

を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

受
け
た
も
の

イ

専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
軽
自
動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分
が

イ

専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
軽
自
動
車
（
原
動
機
の
相
当
部
分
が

運
転
者
室
又
は
客
室
の
下
に
あ
る
自
動
車
及
び
す
べ
て
の
車
輪
に

運
転
者
室
又
は
客
室
の
下
に
あ
る
自
動
車
及
び
す
べ
て
の
車
輪
に

動
力
を
伝
達
で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備
え
た
自
動
車
で

動
力
を
伝
達
で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備
え
た
自
動
車
で

あ
っ
て
車
枠
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

あ
っ
て
車
枠
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
軽
自
動
車
で
あ
っ
て
車
両
総
重
量

ロ

貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
軽
自
動
車
で
あ
っ
て
車
両
総
重
量

二
・
八
ト
ン
以
下
の
も
の

二
・
八
ト
ン
以
下
の
も
の

六

平
成
十
二
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は

（
略
）

六

平
成
十
二
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は

（
略
）

平
成
十
五
年

九
月
三
十
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
輸
入

平
成
十
五
年

九
月
三
十
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
輸
入

さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
年
十
月
一
日
以
降

さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
年
十
月
一
日
以
降

に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

を

を
除
く
。
）

受
け
た
も
の

３
（
略
）

３
（
略
）

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
次
項
の
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第
十
八
条

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
次
項
の
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第
十
八
条

第
四
項
（
同
項
に
基
づ
く
細
目
告
示
第
二
十
二
条
第
十
項
第
一
号
、
第
百
条
第
十
二
項
第
一
号
及
び

第
四
項
（
同
項
に
基
づ
く
細
目
告
示
第
二
十
二
条
第
十
項
第
一
号
、
第
百
条
第
十
二
項
第
一
号
及
び

第
百
七
十
八
条
第
十
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
百
七
十
八
条
第
十
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
（
略
）

一
（
略
）

二

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
平

二

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
平

成
十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

成
十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を

受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）

三

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
で
あ

三

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
で
あ

っ
て
平
成
十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
（
平
成
十
七
年
八
月
三
十

っ
て
平
成
十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て

一
日
以
前
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
と
種
別
、
車
体
の
外
形
、
燃
料
の
種
類
、
動
力
用

指
定
を
受
け
た
自
動
車
（
平
成
十
七
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

電
源
装
置
の
種
類
、
動
力
伝
達
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
走
行
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構

よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
と
種
別
、
車
体
の
外
形
、
燃
料
の
種
類
、
動
力

造
、
操
縦
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
懸
架
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
車
枠
並
び
に
主
制

用
電
源
装
置
の
種
類
、
動
力
伝
達
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
走
行
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構

動
装
置
の
種
類
が
同
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

造
、
操
縦
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
懸
架
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
車
枠
並
び
に
主
制

動
装
置
の
種
類
が
同
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

５
（
略
）

５
（
略
）

６

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
二
十
四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道

６

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
二
十
四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道

路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
平
成
十
六
年
国
土
交

路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
平
成
十
六
年
国
土
交

通
省
告
示
第
四
百
九
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
細
目
告
示
別
添
二
十
四
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

通
省
告
示
第
四
百
九
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
細
目
告
示
別
添
二
十
四
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
れ
ば
よ
い
。

で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
（
略
）

一
（
略
）

二

平
成
十
六
年
七
月
十
六
日
以
降
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

二

平
成
十
六
年
七
月
十
六
日
以
降
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

平
成
十
六
年
七
月
十
五
日
以
前
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
で
あ
っ
て
、
側
面
衝
突

イ

平
成
十
六
年
七
月
十
五
日
以
前
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い

時
の
乗
員
保
護
に
係
る
性
能
に
変
更
の
な
い
も
の

て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
で
あ
っ
て
、
側
面
衝
突
時
の
乗
員
保
護
に
係
る
性
能
に
変
更
の
な
い

も
の
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ロ

平
成
十
六
年
七
月
十
六
日
以
降
に
新
た
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平

ロ

平
成
十
六
年
七
月
十
六
日
以
降
に
新
た
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式

成
十
六
年
七
月
十
五
日
以
前
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
に
、
側
面
衝
突
時
の
乗
員
保

に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
六
年
七
月
十
五
日
以
前
に
法
第
七
十
五

護
に
係
る
性
能
に
つ
い
て
の
変
更
以
外
の
変
更
の
み
を
行
っ
た
も
の

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
に
、
側
面
衝
突
時
の
乗

員
保
護
に
係
る
性
能
に
つ
い
て
の
変
更
以
外
の
変
更
の
み
を
行
っ
た
も
の

ハ
（
略
）

ハ
（
略
）

７
（
略
）

７
（
略
）

８

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
二
十
四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道

８

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
二
十
四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道

路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
平
成
十
七
年
国
土
交

路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
平
成
十
七
年
国
土
交

通
省
告
示
第

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
細
目
告
示
別
添
二
十
四
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ

通
省
告
示
第

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
細
目
告
示
別
添
二
十
四
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ

ば
よ
い
。

ば
よ
い
。

一
（
略
）

一
（
略
）

二

平
成
十
九
年
八
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
八
月
十
一
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
で
あ

二

平
成
十
九
年
八
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
八
月
十
一
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
で
あ

っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

平
成
十
九
年
八
月
十
一
日
以
前
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
九

イ

平
成
十
九
年
八
月
十
一
日
以
前
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い

年
八
月
十
二
日
以
降
に
側
面
衝
突
時
の
乗
員
保
護
に
係
る
性
能
に
つ
い
て
変
更
が
な
い
も
の

て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
九
年
八
月
十
二
日
以
降
に
側
面
衝
突
時
の
乗
員

保
護
に
係
る
性
能
に
つ
い
て
変
更
が
な
い
も
の

ロ

平
成
十
九
年
八
月
十
二
日
以
降
に
新
た
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平

ロ

平
成
十
九
年
八
月
十
二
日
以
降
に
新
た
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式

成
十
九
年
八
月
十
一
日
以
前
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
と
側
面
衝
突
時
の
乗
員
保
護

に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
九
年
八
月
十
一
日
以
前
に
同
条
同
項
の

に
係
る
性
能
が
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
十
九
年
八
月
十
二
日
以
降
に
側
面
衝
突
時
の
乗
員

規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
と
側
面
衝
突
時
の
乗
員
保
護
に
係
る

保
護
に
係
る
性
能
に
つ
い
て
変
更
が
な
い
も
の

性
能
が
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
十
九
年
八
月
十
二
日
以
降
に
側
面
衝
突
時
の
乗
員
保
護
に

係
る
性
能
に
つ
い
て
変
更
が
な
い
も
の

ハ
（
略
）

ハ
（
略
）

第
十
六
条
～
第
十
九
条
（
略
）

第
十
六
条
～
第
十
九
条
（
略
）

（
座
席
ベ
ル
ト
等
）

（
座
席
ベ
ル
ト
等
）

第
二
十
条

昭
和
六
十
二
年
八
月
三
十
一
日
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
自
動

第
二
十
条

昭
和
六
十
二
年
八
月
三
十
一
日
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
自
動

車
で
あ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
昭
和
六
十
二
年
二
月
二
十
八
日
、
輸
入

車
で
あ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
昭
和
六
十
二
年
二
月
二
十
八
日
、
輸
入

さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
次
項

さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
次
項

か
ら
第
四
項
ま
で
の
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
並
び

か
ら
第
四
項
ま
で
の
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
並
び

に
細
目
告
示
第
三
十
条
、
第
百
八
条
及
び
第
百
八
十
六
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

に
細
目
告
示
第
三
十
条
、
第
百
八
条
及
び
第
百
八
十
六
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

２
～
６
（
略
）

２
～
６
（
略
）

７

保
安
基
準
第
二
十
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
自
動
車
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る

７

保
安
基
準
第
二
十
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
自
動
車
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第
二
十
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
細
目
告
示
別
添
三
十
三

も
の
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第
二
十
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
細
目
告
示
別
添
三
十
三

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
細
目
告
示
別
添
三
十

告
示
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
細
目
告
示
別
添
三
十

三
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

三
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
（
略
）

一
（
略
）

二

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
平
成

二

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
平
成

十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受

け
た
自
動
車
を
除
く
。
）

三

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
で
あ
っ

三

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
で
あ
っ
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て
平
成
十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
（
平
成
十
七
年
八
月
三
十
一

て
平
成
十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指

日
以
前
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
と
種
別
、
車
体
の
外
形
、
動
力
用
電
源
装
置
の
種

定
を
受
け
た
自
動
車
（
平
成
十
七
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

類
、
動
力
伝
達
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
走
行
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
操
縦
装
置
の

り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
と
種
別
、
車
体
の
外
形
、
動
力
用
電
源
装
置
の
種

種
類
及
び
主
要
構
造
、
懸
架
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
車
枠
並
び
に
主
制
動
装
置
の
種
類
が

類
、
動
力
伝
達
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
走
行
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
操
縦
装
置
の

同
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

種
類
及
び
主
要
構
造
、
懸
架
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
車
枠
並
び
に
主
制
動
装
置
の
種
類
が

同
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

第
二
十
一
条
～
第
二
十
六
条
（
略
）

第
二
十
一
条
～
第
二
十
六
条
（
略
）

（
騒
音
防
止
装
置
）

（
騒
音
防
止
装
置
）

第
二
十
七
条

昭
和
五
十
一
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び

第
二
十
七
条

昭
和
五
十
一
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び

軽
自
動
車
で
あ
っ
て
次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
（
昭
和
五
十
一
年
一
月
一
日
以

軽
自
動
車
で
あ
っ
て
次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
（
昭
和
五
十
一
年
一
月
一
日
以

降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置

降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ

認
定
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第

の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
及
び
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

六
十
七
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
単
に
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

省
令
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下

第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
を
い

単
に
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か

を
受
け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
を
備
え
た
自
動
車
（
以
下
「
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装

か
わ
ら
ず
、
第
九
項
、
第
十
二
項
、
第
十
三
項
、
第
十
九
項
又
は
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ

置
認
定
自
動
車
」
と
い
う
。)

及
び
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型

か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
の
際
、
同
告

式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
（
以
下
「
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
」
と
い
う
。
）
を
除

示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
項
、
第

及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走

十
二
項
、
第
十
三
項
、
第
十
九
項
又
は
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項

行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な

の
検
査
又
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行

い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加

表
（
略
）

速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し

た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

表
（
略
）

２

昭
和
五
十
二
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動

２

昭
和
五
十
二
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動

車
で
あ
っ
て
次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
（
昭
和
五
十
二
年
一
月
一
日
以
降
に
、

車
で
あ
っ
て
次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
（
昭
和
五
十
二
年
一
月
一
日
以
降
に
、

指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自

指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式

動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第

に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細

十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
、
第
十
五
項
、
第
十
六
項
又
は
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第

目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
、
第
十

七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
若
し
く
は
旧
規
則
第
六
十
二
条

五
項
、
第
十
六
項
又
は
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
施
行

の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
の
際
、
同
告
示

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
若
し
く
は
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及

る
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測

び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行

定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒

騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い

音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ

構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

表
（
略
）

表
（
略
）

３

昭
和
五
十
四
年
十
一
月
三
十
日
（
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
及
び
二
輪
自
動
車
で
あ
っ
て
輸
入

３

昭
和
五
十
四
年
十
一
月
三
十
日
（
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
及
び
二
輪
自
動
車
で
あ
っ
て
輸
入

さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
昭
和
五
十
五
年
二
月
二
十
九
日
、
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す

さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
昭
和
五
十
五
年
二
月
二
十
九
日
、
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す

る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動

る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
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車
、
二
輪
自
動
車
及
び
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
昭
和
五
十
四
年
八
月
三
十
一

車
、
二
輪
自
動
車
及
び
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
昭
和
五
十
四
年
八
月
三
十
一

日
、
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
昭
和
五
十
六
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
普
通

日
、
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
昭
和
五
十
六
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
普
通

自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
で
あ
っ
て
次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
も
の

自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
で
あ
っ
て
次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
も
の

（
第
一
項
及
び
第
二
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
昭
和
五
十

（
第
一
項
及
び
第
二
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
昭
和
五
十

四
年
一
月
一
日
（
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
及
び
二
輪
自
動
車
に
あ
っ
て
は
昭
和
五
十
四
年
四
月

四
年
一
月
一
日
（
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
及
び
二
輪
自
動
車
に
あ
っ
て
は
昭
和
五
十
四
年
四
月

一
日
）
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
及
び
騒
音

一
日
）
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定

防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に

に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）

か
か
わ
ら
ず
、
第
九
項
、
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
、
第
十
五
項
、
第
十
六
項
、
第
十
九
項
又

に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
項
、
第
十
一
項

は
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条

か
ら
第
十
三
項
ま
で
、
第
十
五
項
、
第
十
六
項
、
第
十
九
項
又
は
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ

の
三
第
五
項
若
し
く
は
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
六

か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
若
し
く
は
旧
規
則
第

十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め

六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
の

る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」

際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し

測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
加
速
走
行
騒
音
の
大
き
さ
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に

た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び

掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

加
速
走
行
騒
音
の
大
き
さ
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造

表
（
略
）

で
あ
れ
ば
よ
い
。

表
（
略
）

４

専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車

４

専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車

（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
昭
和
五
十
八
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ

（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
昭
和
五
十
八
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ

っ
て
は
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
二
項
及
び
第
三
項
の
自

っ
て
は
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
二
項
及
び
第
三
項
の
自

動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指

動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指

定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動

定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に

車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十

つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目

一
項
、
第
十
三
項
又
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
施
行

告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
一
項
、
第
十
三
項
又
は
第
十
六
項
の

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
若
し
く
は
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
若
し

る
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
型
式
指
定

く
は
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五

自
動
車
、
型
式
認
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
並
び
に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

項
の
検
査
（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第

抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ

一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車

れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
）
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九

並
び
に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規

「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別

定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備

添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ

検
査
）
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定

ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ

一

定
常
走
行
騒
音

七
十
デ
シ
ベ
ル

り
測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い

二

加
速
走
行
騒
音

八
十
一
デ
シ
ベ
ル

構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一

定
常
走
行
騒
音

七
十
デ
シ
ベ
ル

二

加
速
走
行
騒
音

八
十
一
デ
シ
ベ
ル

５

普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の

５

普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の

自
動
車
及
び
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
、
原
動
機
の

自
動
車
及
び
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
、
原
動
機
の

最
高
出
力
が
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
昭
和
五
十
九
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ

最
高
出
力
が
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
昭
和
五
十
九
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ

れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一
項
及

れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一
項
及
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び
第
三
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
昭
和
五
十
八
年
十
月

び
第
三
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
昭
和
五
十
八
年
十
月

一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
及
び
騒
音
防

一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か

よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に

か
わ
ら
ず
、
第
十
二
項
、
第
十
九
項
又
は
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四

つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
二
項
、
第
十
九
項

項
の
検
査
又
は
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
（
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て

又
は
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
同
令
第
六
十
二
条
の

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
検
査
（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、

三
第
五
項
（
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
検
査

型
式
認
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
並
び
に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
抹
消
登
録

（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項

を
受
け
た
自
動
車
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動

の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
並
び

車
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
）
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九

「
定
常

に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に

走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十

よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備
検

「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で

査
）
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し

表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

一

定
常
走
行
騒
音

七
十
八
デ
シ
ベ
ル

測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構

二

加
速
走
行
騒
音

八
十
六
デ
シ
ベ
ル

造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一

定
常
走
行
騒
音

七
十
八
デ
シ
ベ
ル

二

加
速
走
行
騒
音

八
十
六
デ
シ
ベ
ル

６

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
昭
和
六
十
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入

６

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
昭
和
六
十
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入

さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一

さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
昭
和
五
十

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
昭
和
五
十

九
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
及

九
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項

び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の

の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
二
項
、
第
十
三
項
、
第
十
五
項
、
第
十
九
項
又
は
第
二
十
一
項
の
規
定

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
二
項
、

に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
（
旧
規
則
第
六

第
十
三
項
、
第
十
五
項
、
第
十
九
項
又
は
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四

十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
検
査
（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定

項
の
検
査
又
は
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
（
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て

す
る
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、
型
式
認
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
並
び
に
法

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
検
査
（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
及

自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
）
の

び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
並
び
に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及

際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常

び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ

走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し

っ
て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
）
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方

た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値

法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の

を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ

表
（
略
）

れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

表
（
略
）

７

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
昭
和
六
十
一
年
八
月
三
十
一
日
（
輸

７

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
昭
和
六
十
一
年
八
月
三
十
一
日
（
輸

入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
昭
和
六
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第

入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
昭
和
六
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第

一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ

一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ

っ
て
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、
認
定
を
受
け
た
型
式

っ
て
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、
施
行
規
則
第
六
十
二

認
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認

一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
項
、
第
十
二
項
、
第
十
三
項
、
第
十
五
項
、
第
十
九
項

定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

又
は
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
同
令
第
六
十
二
条
の

ず
、
第
九
項
、
第
十
二
項
、
第
十
三
項
、
第
十
五
項
、
第
十
九
項
又
は
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
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三
第
五
項
（
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
検
査

ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
（
旧
規
則
第
六
十
二
条

（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、
型
式
認
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装

の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
検
査
（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自

置
認
定
自
動
車
並
び
に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及
び
法
第
六
十
九

動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
新
規

て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
並
び
に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
抹

検
査
又
は
予
備
検
査
）
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方

消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ

法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定

た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
）
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九

め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音

「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別

の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ

表
（
略
）

ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ

ば
よ
い
。

表
（
略
）

８

普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の

８

普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の

自
動
車
及
び
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
、
原
動
機
の

自
動
車
及
び
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
、
原
動
機
の

最
高
出
力
が
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で

最
高
出
力
が
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で

あ
っ
て
す
べ
て
の
車
輪
に
動
力
を
伝
達
で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備
え
た
も
の
、
セ
ミ
ト
レ

あ
っ
て
す
べ
て
の
車
輪
に
動
力
を
伝
達
で
き
る
構
造
の
動
力
伝
達
装
置
を
備
え
た
も
の
、
セ
ミ
ト
レ

ー
ラ
を
牽
引
す
る
牽
引
自
動
車
及
び
ク
レ
ー
ン
作
業
用
自
動
車
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
昭
和
六
十
二

ー
ラ
を
牽
引
す
る
牽
引
自
動
車
及
び
ク
レ
ー
ン
作
業
用
自
動
車
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
昭
和
六
十
二

年
十
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に

年
十
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に

製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一
項
、
第
七
項
及
び
第
十
七
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外

製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一
項
、
第
七
項
及
び
第
十
七
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外

の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、

の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
、

認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細

施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
及

目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
二
項
又
は
第
二
十
一
項
の
規
定
に

び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の

よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
（
旧
規
則
第
六
十

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
二
項
又
は
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項

二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
検
査
（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す

の
検
査
又
は
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
（
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準

る
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、
型
式
認
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
並
び
に
法
第

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
検
査
（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、
施

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自

行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
及
び

動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
）
の

騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
並
び
に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及
び

際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常

法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ

走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し

て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
）
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」

た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定

加
速
走
行
騒
音
の
大
き
さ
が
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
に
定
め
る
方
法

一

定
常
走
行
騒
音

八
十
デ
シ
ベ
ル

に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
加
速
走
行
騒
音
の
大
き
さ
が
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
数
値
を

二

加
速
走
行
騒
音

八
十
六
デ
シ
ベ
ル

超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一

定
常
走
行
騒
音

八
十
デ
シ
ベ
ル

二

加
速
走
行
騒
音

八
十
六
デ
シ
ベ
ル

９

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
小
型
自
動

９

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
小
型
自
動

車
及
び
軽
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号

車
及
び
軽
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号

及
び
第
二
号
、
第
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示

及
び
第
二
号
、
第
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示

別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及

別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及

び
排
気
騒
音
（
当
該
自
動
車
の
原
動
機
が
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
無
負
荷
運

び
排
気
騒
音
（
当
該
自
動
車
の
原
動
機
が
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
無
負
荷
運

転
さ
れ
て
い
る
場
合
に
発
生
す
る
、
排
気
管
の
開
口
部
か
ら
後
方
へ
二
十
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
上
高

転
さ
れ
て
い
る
場
合
に
発
生
す
る
、
排
気
管
の
開
口
部
か
ら
後
方
へ
二
十
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
上
高
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さ
一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
お
け
る
騒
音
の
大
き
さ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
デ
シ
ベ
ル
で
表

さ
一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
お
け
る
騒
音
の
大
き
さ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
デ
シ
ベ
ル
で
表

し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
八
十
五
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
八
十
五
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

自

動

車

条

項

自

動

車

条

項

イ

型
式
指
定
自
動
車
及
び
型
式
認
定
自
動
車

昭
和
四
十
六
年
三
月
三
十
一
日
（
同
日
以
前
に

イ

型
式
指
定
自
動
車
及
び
施
行
規
則
第
六
十

昭
和
四
十
六
年
三
月
三
十
一
日
（
同
日
以
前
に

指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
認
定
を

二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式

指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
施
行
規

受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
同
年

に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車

則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ

ロ
～
ニ
（
略
）

十
二
月
三
十
一
日
）

の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
に
あ

（
略
）

っ
て
は
、
同
年
十
二
月
三
十
一
日
）

ロ
～
ニ
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

10

10

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
専
ら
乗
用

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
専
ら
乗
用

11

11

の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
二
輪
自
動
車

の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
二
輪
自
動
車

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
百
十
八
条
第
一

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
百
十
八
条
第
一

項
及
び
第
百
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の

項
及
び
第
百
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の

測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
排
気
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し

測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
排
気
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し

た
値
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
排
気
騒
音
の
大
き
さ
が
そ
れ
ぞ
れ
八
十

た
値
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
排
気
騒
音
の
大
き
さ
が
そ
れ
ぞ
れ
八
十

五
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

五
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

自

動

車

条

項

自

動

車

条

項

イ

型
式
指
定
自
動
車
及
び
型
式
認
定
自
動
車

昭
和
四
十
六
年
三
月
三
十
一
日
（
同
日
以
前
に

イ

型
式
指
定
自
動
車
及
び
施
行
規
則
第
六
十

昭
和
四
十
六
年
三
月
三
十
一
日
（
同
日
以
前
に

指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
認
定
を

二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式

指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
施
行
規

受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
同
年

に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車

則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ

ロ
～
ニ
（
略
）

十
二
月
三
十
一
日
）

の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
に
あ

（
略
）

っ
て
は
、
同
年
十
二
月
三
十
一
日
）

ロ
～
ニ
（
略
）

（
略
）

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
普
通
自
動

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
普
通
自
動

12

12

車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
自
動
車
及
び

車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
自
動
車
及
び

二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
百

二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
百

十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常

十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常

走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
排
気
騒
音
を
デ
シ

走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
排
気
騒
音
を
デ
シ

ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
八
十
五
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
八
十
五
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

自

動

車

条

項

自

動

車

条

項

イ

型
式
指
定
自
動
車
及
び
型
式
認
定
自
動
車

昭
和
四
十
六
年
三
月
三
十
一
日
（
同
日
以
前
に

イ

型
式
指
定
自
動
車
及
び
施
行
規
則
第
六
十

昭
和
四
十
六
年
三
月
三
十
一
日
（
同
日
以
前
に
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指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
認
定
を

二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式

指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
施
行
規

受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
同
年

に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車

則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ

ロ
～
ニ
（
略
）

十
二
月
三
十
一
日
）

の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
に
あ

（
略
）

っ
て
は
、
同
年
十
二
月
三
十
一
日
）

ロ
～
ニ
（
略
）

（
略
）

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
一
年
八
月
三
十
一
日
（
輸

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
一
年
八
月
三
十
一
日
（
輸

13

13

入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
九

入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
九

項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、

項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、

平
成
十
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車

平
成
十
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動

（
細
目
告
示
第
五
条
第
八
号
に
規
定
す
る
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、

車
、
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動

認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
並
び
に
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、

車
並
び
に
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第

細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
六
条
第
一

一
号
及
び
第
二
号
、
第
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
三
十
八
「
近
接
排
気
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法

告
示
別
添
三
十
八
「
近
接
排
気
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
近
接
排
気
騒

に
よ
り
測
定
し
た
近
接
排
気
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定

音
及
び
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定

め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音

常
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超

の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

表
（
略
）

表
（
略
）

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
一
年
八
月
三
十
一
日
（
輸

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
一
年
八
月
三
十
一
日
（
輸

14

14

入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一

入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一

項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車

項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車

で
あ
っ
て
、
平
成
十
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置

で
あ
っ
て
、
平
成
十
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置

指
定
自
動
車
、
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
並
び
に
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）

指
定
自
動
車
、
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受

に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
項
、
第
十
一

け
た
自
動
車
並
び
に
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条

項
、
第
十
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
同
令
第
六
十

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
項
、
第
十
一
項
、
第
十
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ

二
条
の
三
第
五
項
（
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
（
旧
規
則
第
六
十
二

若
し
く
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
四
の
検
査
（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
型
式
指
定

条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
四

自
動
車
、
型
式
認
定
自
動
車
、
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
並
び

の
検
査
（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第
一

に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
、
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
及
び

よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備
検

騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
並
び
に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及
び

査
）
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し

法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ

た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
）
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」

測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定

る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次

表
（
略
）

の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

表
（
略
）

普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
自
動
車
及
び

普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
自
動
車
及
び

15

15

二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
車
両
総
重
量
が
一
・
七
ト
ン
以
下
の
も
の
並
び
に
軽
自
動
車

二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
車
両
総
重
量
が
一
・
七
ト
ン
以
下
の
も
の
並
び
に
軽
自
動
車

（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
自
動
車
及
び
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ

（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
自
動
車
及
び
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ

て
運
転
者
室
の
前
方
に
原
動
機
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
二
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ

て
運
転
者
室
の
前
方
に
原
動
機
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
二
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
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た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
十
二
項
の

た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
十
二
項
の

自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
、

自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
、

指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認

指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
施
行
規
則
第
六
十
二
条

定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
百
十

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

八
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
三
十
八
「
近
接
排

は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
六
条

気
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
近
接
排
気
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
三
十
九

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
三
十
八
「
近
接
排
気
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る

「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で

方
法
に
よ
り
測
定
し
た
近
接
排
気
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」

表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ

一

定
常
走
行
騒
音

八
十
五
デ
シ
ベ
ル

る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

二

近
接
排
気
騒
音

百
三
デ
シ
ベ
ル

一

定
常
走
行
騒
音

八
十
五
デ
シ
ベ
ル

二

近
接
排
気
騒
音

百
三
デ
シ
ベ
ル

(

略)
(

略)

16

16

普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
自
動
車
及
び

普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
自
動
車
及
び

17

17

二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
車
両
総
重
量
が
一
・
七
ト
ン
以
下
の
も
の
並
び
に
軽
自
動
車

二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
車
両
総
重
量
が
一
・
七
ト
ン
以
下
の
も
の
並
び
に
軽
自
動
車

（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
自
動
車
及
び
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ

（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
自
動
車
及
び
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ

て
、
運
転
者
室
の
前
方
に
原
動
機
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
二
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ

て
、
運
転
者
室
の
前
方
に
原
動
機
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
二
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ

れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
二
項
、

れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
二
項
、

第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、

第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、

平
成
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動

平
成
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動

車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一

車
並
び
に
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た

項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
二
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五

自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

条
第
四
項
の
検
査
又
は
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
（
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に

第
十
二
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
同
令
第
六
十

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
四
の
検
査
（
国
土
交
通
大

二
条
の
三
第
五
項
（
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、
型
式
認
定
自
動
車
、
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
及

若
し
く
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
四
の
検
査
（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
型
式
指
定

び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
並
び
に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及

自
動
車
、
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動

び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ

車
、
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
並
び
に
法
第
十
六
条
の
規
定
に

っ
て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
）
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方

よ
り
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返

法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の

納
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
）
の
際
、
同
告
示
別
添
三

測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ

十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告

れ
次
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を

一

定
常
走
行
騒
音

七
十
四
デ
シ
ベ
ル

デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

二

加
速
走
行
騒
音

七
十
八
デ
シ
ベ
ル

一

定
常
走
行
騒
音

七
十
四
デ
シ
ベ
ル

二

加
速
走
行
騒
音

七
十
八
デ
シ
ベ
ル

(

略)
(

略)

18

18

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
三
年
八
月
三
十
一
日
（
ロ

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
三
年
八
月
三
十
一
日
（
ロ

19

19

に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
四
年
八
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
十

に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
四
年
八
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
十

二
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以

二
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以

降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た

降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
施
行
規
則
第
六

型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ

号
、
第
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
三
十

い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
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八
「
近
接
排
気
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
近
接
排
気
騒
音
及
び
同
告
示

六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
三
十
八
「
近
接
排
気
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定

別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
を

め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
近
接
排
気
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方

デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で

法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の

あ
れ
ば
よ
い
。

表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

表
（
略
）

表
（
略
）

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
三
年
八
月
三
十
一
日
（
ロ

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
三
年
八
月
三
十
一
日
（
ロ

20

20

に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
四
年
八
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一

に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
四
年
八
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の

項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の

自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
騒
音

自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
騒
音

防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目

防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ

告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
八
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ

い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規

か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
（
旧
規
則
第
六
十
二
条
の

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
八
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又

三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
四
の
検

は
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
（
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

査
（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、
型
式
認
定
自
動
車
、
騒
音
防
止
装

合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
四
の
検
査
（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動

置
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
並
び
に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
抹
消
登
録
を

車
（
型
式
指
定
自
動
車
、
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定

受
け
た
自
動
車
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車

を
受
け
た
自
動
車
、
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
並
び
に
法
第
十

を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
）
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行

六
条
の
規
定
に
よ
り
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動

騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加

車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
）
の
際
、

速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し

同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行

た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加

表
（
略
）

速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超

え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

表
（
略
）

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
四
年
八
月
三
十
一
日
（
イ

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
四
年
八
月
三
十
一
日
（
イ

21

21

及
び
ハ
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
五
年
八
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の

及
び
ハ
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
五
年
八
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の

（
第
九
項
及
び
第
十
二
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成

（
第
九
項
及
び
第
十
二
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成

十
三
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並

十
三
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並

び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第

び
に
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動

一
号
及
び
第
二
号
、
第
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
百
十
八
条
第

告
示
別
添
三
十
八
「
近
接
排
気
騒
音
の
測
定
方

法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
近
接
排
気

一
項
及
び
第
百
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
三
十
八
「
近
接
排
気
騒
音

騒
音
及
び
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た

の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
近
接
排
気
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常

定
常
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を

走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た

超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

表
（
略
）

表
（
略
）

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
四
年
八
月
三
十
一
日
（
イ

次
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
四
年
八
月
三
十
一
日
（
イ

22

22

及
び
ハ
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
五
年
八
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の

及
び
ハ
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
五
年
八
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の

（
第
一
項
、
第
三
項
、
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
第
十
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動

（
第
一
項
、
第
三
項
、
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
第
十
項
の
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自
動

車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車

車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車

及
び
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

及
び
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
項
、
第
十
二
項
又
は
前
項

型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
条
第
一
項
第
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の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
又
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項

三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
項
、
第
十
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
七
十
五

条
第
四
項
の
検
査
又
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
（
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二

（
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
施
行
規

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
四
の
検
査
（
国
土
交

則
第
六
十
二
条
の
四
の
検
査
（
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、
型
式
認

通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

定
自
動
車
、
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認
定
自
動
車
並
び
に
法
第
十
六
条
の

そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
、
騒
音
防
止
装
置
指
定
自
動
車
及
び
騒
音
防
止
装
置
認

規
定
に
よ
り
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査

定
自
動
車
並
び
に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
抹
消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
及
び
法
第
六
十
九
条
第

証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
）
の
際
、
同
告
示

四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
新
規
検
査

別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及

又
は
予
備
検
査
）
の
際
、
同
告
示
別
添
三
十
九
「
定
常
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に

び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行

よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
同
告
示
別
添
四
十
「
加
速
走
行
騒
音
の
測
定
方
法
」
に
定
め
る

騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大
き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い

方
法
に
よ
り
測
定
し
た
加
速
走
行
騒
音
を
デ
シ
ベ
ル
で
表
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
騒
音
の
大

構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

き
さ
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

表
（
略
）

表
（
略
）

（
ば
い
煙
、
悪
臭
の
あ
る
ガ
ス
、
有
害
な
ガ
ス
等
の
発
散
防
止
装
置
）

（
ば
い
煙
、
悪
臭
の
あ
る
ガ
ス
、
有
害
な
ガ
ス
等
の
発
散
防
止
装
置
）

第
二
十
八
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
の
規
定
の
う
ち
同
表
の
下

第
二
十
八
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
の
規
定
の
う
ち
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

欄
に
掲
げ
る
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

自

動

車

条

項

自

動

車

条

項

一

昭
和
四
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車

（
略
）

一

昭
和
四
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車

（
略
）

（
同
年
九
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び

（
同
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ

認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
（
軽
自
動
車
に
限
る
。
）
を
除

の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
及
び
同
日
以
降
に
施
行
規

く
。
）

則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認

定
を
受
け
た
軽
自
動
車
を
除
く
。
）

二

昭
和
四
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
昭

（
略
）

二

昭
和
四
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
昭

（
略
）

和
四
十
七
年
七
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車

和
四
十
七
年
七
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

及
び
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
（
軽
自
動
車
に
限
る
。
）
を

り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
及
び
同
日
以
降
に
施

除
く
。
）

行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い

て
認
定
を
受
け
た
軽
自
動
車
を
除
く
。
）

三

昭
和
五
十
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
昭
和

（
略
）

三

昭
和
五
十
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
昭
和

（
略
）

四
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及

四
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及

び
細
目
告
示
第
三
条
第
九
号
に
規
定
す
る
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止

び
細
目
告
示
第
三
条
第
九
号
に
規
定
す
る
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止

装
置
指
定
自
動
車
（
以
下
、
単
に
「
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置

装
置
指
定
自
動
車
（
以
下
、
単
に
「
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置

指
定
自
動
車
」
と
い
う
。
）
並
び
に
旧
規
則
第
六
十
二
条
の
四
第
一

指
定
自
動
車
」
と
い
う
。
）
並
び
に
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
に

等
発
散
防
止
装
置
を
備
え
た
自
動
車
（
以
下
「
一
酸
化
炭
素
等
発
散

よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
四
第
一

防
止
装
置
認
定
自
動
車
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素

等
発
散
防
止
装
置
を
備
え
た
自
動
車
（
以
下
「
一
酸
化
炭
素
等
発
散

防
止
装
置
認
定
自
動
車
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

四

次
に
掲
げ
る
二
輪
自
動
車

細
目
告
示
第
四
十
一
条

四

次
に
掲
げ
る
二
輪
自
動
車

細
目
告
示
第
四
十
一
条
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イ

軽
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
一
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ

第
一
項
第
十
七
号
か
ら

イ

軽
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
一
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ

第
一
項
第
十
五
号
か
ら

れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前

第
十
九
号
ま
で
、
第
二

れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前

第
十
七
号
ま
で
、
第
二

に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ

項
及
び
第
三
項
、
第
百

に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ

項
及
び
第
三
項
並
び
に

っ
て
、
平
成
十
年
十
月
一
日
以
降
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自

十
九
条
第
一
項
第
九
号

っ
て
、
平
成
十
年
十
月
一
日
以
降
に
、
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の

第
百
十
九
条
第
一
項
第

動
車
を
除
く
。
）

及
び
第
十
号
、
第
二
項

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自

八
号
及
び
第
九
号
、
第

並
び
に
第
三
項
並
び
に

動
車
を
除
く
。
）

二
項
並
び
に
第
三
項
並

ロ

小
型
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
二
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入

第
百
九
十
七
条
第
一
項

ロ

小
型
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
二
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入

び
に
第
百
九
十
七
条
第

さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
）
以

第
一
号
、
第
二
項
及
び

さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
）
以

二
項
及
び
第
三
項

前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で

第
三
項

前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で

あ
っ
て
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指

あ
っ
て
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
、
法
第
七
十
五
条
第
一

定
自
動
車
を
除
く
。
）

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
を

除
く
。
）

五

ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
で
あ
っ
て

（
略
）

五

ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
で
あ
っ
て

（
略
）

次
に
掲
げ
る
も
の

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

平
成
十
四
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自

イ

平
成
十
四
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自

動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た

動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け

型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動

た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自

車
を
除
く
。
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一

動
車
を
除
く
。
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第

項
第
三
号
の
表
の
イ
及
び
ロ
及
び
同
項
第
四
号
の
表
の
イ
及
び
ロ

一
項
第
三
号
の
表
の
イ
及
び
ロ
及
び
同
項
第
四
号
の
表
の
イ
及
び

に
掲
げ
る
自
動
車

ロ
に
掲
げ
る
自
動
車

ロ

平
成
十
五
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自

ロ

平
成
十
五
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自

動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た

動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け

型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動

た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自

車
を
除
く
。
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一

動
車
を
除
く
。
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第

項
第
三
号
の
表
の
ハ
及
び
同
項
第
四
号
の
表
の
ハ
に
掲
げ
る
自
動

一
項
第
三
号
の
表
の
ハ
及
び
同
項
第
四
号
の
表
の
ハ
に
掲
げ
る
自

車
並
び
に
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
自
動
車
（
二
輪
自

動
車
並
び
に
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
自
動
車
（
二
輪

動
車
を
除
く
。
）

自
動
車
を
除
く
。
）

ハ

平
成
十
五
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自

ハ

平
成
十
五
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自

動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た

動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条

型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動

車
を
除
く
。
）
以
前
に
制
作
さ
れ
た
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一

車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

項
第
三
号
の
表
の
ニ
及
び
同
項
第
四
号
の
表
の
ニ
に
掲
げ
る
自
動

以
前
に
制
作
さ
れ
た
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表

車

の
ニ
及
び
同
項
第
四
号
の
表
の
ニ
に
掲
げ
る
自
動
車

六
（
略
）

（
略
）

六
（
略
）

（
略
）

七

軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
で

細
目
告
示
第
四
十
一
条

七

軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
ま
た
は
小
型
特
殊
自
動
車

細
目
告
示
第
四
十
一
条

あ
っ
て
平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の

第
一
項
第
十
五
号
、
第

で
あ
っ
て
平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の

第
一
項
第
十
三
号
、
第

（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
五
年
十

十
六
号
、
第
二
十
号
及

（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
五
年
十
月

十
四
号
及
び
第
十
九

月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化

び
第
二
十
一
号
並
び
に

一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散

号
、
第
百
十
九
条
第
一

炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式

第
二
項
、
第
百
十
九
条

防
止
装
置
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

項
第
七
号
及
び
第
十
一

認
定
自
動
車
を
除
く
。
）

第
一
項
第
八
号
、
第
十

号
並
び
に
第
百
九
十
七
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一
号
及
び
第
十
二
号
並

条
第
一
項
第
二
号

び
に
第
二
項
並
び
に
第

百
九
十
七
条
第
一
項
第

二
号
及
び
第
二
項

八

軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
で

細
目
告
示
第
四
十
一
条

八

軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
で

細
目
告
示
第
四
十
一
条

あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

第
一
項
第
二
十
一
号

あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

第
一
項
第
十
九
号
（
細

イ

平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力
が

（
細
目
告
示
第
五
条
第

イ

平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力
が

目
告
示
第
五
条
第
四

19
k
W

以
上3

7
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備
え
た
自
動
車
（
輸
入
さ

四
号
、
第
五
号
、
第
七

1
9
k
W

以
上3

7
kW

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備
え
た
自
動
車
（
輸
入
さ

号
、
第
五
号
、
第
七
号

れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
九
年
十
月
一
日
以

号
及
び
第
九
号
に
掲
げ

れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
九
年
十
月
一
日
以

及
び
第
九
号
に
掲
げ
る

降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発

る
場
合
を
除
く
。
）
、

降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散

場
合
を
除
く
。
）
、
第

散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動

第
百
十
九
条
第
一
項
第

防
止
装
置
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

百
十
九
条
第
一
項
第
十

車
並
び
に
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
以
前
に
道
路
運
送
車
両
の
保

十
二
号
及
び
第
百
九
十

条
第
一
項
第
二
号

安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
平
成

七
条
第
一
項
第
二
号

十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
百
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
細
目

告
示
第
四
十
一
条
の
基
準
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
平
成
十
八

年
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
指
定
を
受
け

た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自

動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）

ロ

平
成
二
十
一
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力

ロ

平
成
二
十
一
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力

が3
7
k
W

以
上5

6
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備
え
た
自
動
車
（
輸
入

が3
7
k
W

以
上5

6
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備
え
た
自
動
車
（
輸
入

さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
二
十
年
十
月
一
日

さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
二
十
年
十
月
一
日

以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等

以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発

発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自

散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

動
車
並
び
に
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
以
前
に
平
成
十
八
年
基
準

に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及

び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受

け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）

ハ

平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力

ハ

平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力

が5
6
k
W

以
上7

5
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備
え
た
自
動
車
（
輸
入

が5
6
k
W

以
上75

k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備
え
た
自
動
車
（
輸
入

さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
二
十
年
十
月
一
日

さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
二
十
年
十
月
一
日

以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等

以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発

発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自

散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

動
車
並
び
に
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
以
前
に
平
成
十
八
年
基
準

に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及

び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受

け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）

ニ

平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力
が

ニ

平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力
が

75
k
W

以
上1

30
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備
え
た
自
動
車
（
輸
入

7
5
k
W

以
上1

3
0
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備
え
た
自
動
車
（
輸
入

さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
九
年
十
月
一
日

さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
九
年
十
月
一
日

以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等

以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
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発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自

散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

動
車
並
び
に
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
以
前
に
平
成
十
八
年
基
準

に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及

び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受

け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）

ホ

平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力
が

ホ

平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力
が

1
3
0
k
W

以
上5

6
0
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備
え
た
自
動
車
（
輸
入

1
30
k
W

以
上5

6
0
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備
え
た
自
動
車
（
輸
入

さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
八
年
十
月
一
日

さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
八
年
十
月
一
日

以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等

以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発

発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自

散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）

動
車
並
び
に
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
以
前
に
平
成
十
八
年
基
準

に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及

び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受

け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）

九

ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車

細
目
告
示
第
四
十
一
条

又
は
小
型
特
殊
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
以
前

第
一
項
第
十
三
号
、
第

に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ

十
四
号
及
び
第
十
九
号

て
平
成
十
九
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動

並
び
に
第
二
項
、
第
百

車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を

十
九
条
第
一
項
第
七
号

受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
並
び
に
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
以
前
に

及
び
第
十
号
並
び
に
第

平
成
十
八
年
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
指
定
を
受
け
た
型
式

二
項
並
び
に
第
百
九
十

指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び

七
条
第
一
項
第
一
号
並

に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）

び
に
第
二
項

十
（
略
）

（
略
）

九
（
略
）

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

２

34

２

34

軽
油
を
燃
料
と
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
（
専
ら

軽
油
を
燃
料
と
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
（
専
ら

35

35

乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
六
年
八
月
三
十
一
日

乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
六
年
八
月
三
十
一
日

（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸

（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸

入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
五
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式

入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
五
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式

指
定
自
動
車
及
び
認
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ

指
定
自
動
車
及
び
認
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ

い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
十
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
完
成
検
査
等
の
際
、

い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
完
成
検
査
等
の
際
、

同
告
示
別
添
四
十
五
「
デ
ィ
ー
ゼ
ル
四
モ
ー
ド
黒
煙
の
測
定
方
法
」
に
規
定
す
る
黒
煙
四
モ
ー
ド
法

同
告
示
別
添
四
十
五
「
デ
ィ
ー
ゼ
ル
四
モ
ー
ド
黒
煙
の
測
定
方
法
」
に
規
定
す
る
黒
煙
四
モ
ー
ド
法

（
６
・
１
・
１
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排

（
６
・
１
・
１
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排

出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ

出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ

い
。

い
。

軽
油
を
燃
料
と
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
（
専
ら

軽
油
を
燃
料
と
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
（
専
ら

36

36

乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
六
年
八
月
三
十
一
日

乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
六
年
八
月
三
十
一
日

（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸

（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸

入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
五
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式

入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
五
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
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指
定
自
動
車
及
び
認
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い

指
定
自
動
車
及
び
認
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
十
一
号
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
百
九

て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
九
号
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
百
九
十

十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
四
十
六
「
無
負
荷
急
加
速
黒
煙
の
測

七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
四
十
六
「
無
負
荷
急
加
速
黒
煙
の
測
定

定
方
法
」
に
規
定
す
る
運
転
条
件
で
原
動
機
を
無
負
荷
の
ま
ま
で
急
速
に
加
速
さ
せ
た
場
合
に
お
い

方
法
」
に
規
定
す
る
運
転
条
件
で
原
動
機
を
無
負
荷
の
ま
ま
で
急
速
に
加
速
さ
せ
た
場
合
に
お
い

て
、
加
速
開
始
時
か
ら
発
生
す
る
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に

て
、
加
速
開
始
時
か
ら
発
生
す
る
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に

よ
る
汚
染
の
度
合
い
を
三
回
測
定
し
、
そ
の
測
定
し
た
値
の
平
均
値
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ

よ
る
汚
染
の
度
合
い
を
三
回
測
定
し
、
そ
の
測
定
し
た
値
の
平
均
値
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ

れ
ば
よ
い
。

れ
ば
よ
い
。

、

（
略
）

、

（
略
）

37

38

37

38

軽
油
を
燃
料
と
す
る
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自

軽
油
を
燃
料
と
す
る
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自

39

39

動
車
並
び
に
軽
油
を
燃
料
と
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
る
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自

動
車
並
び
に
軽
油
を
燃
料
と
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
る
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自

動
車
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
七
年
八

動
車
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
七
年
八

月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ

月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ

た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
六
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を

た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
六
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を

受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
認
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除

受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
認
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
十
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
完
成
検

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
完
成
検

査
等
の
際
、
同
告
示
別
添
四
十
五
「
デ
ィ
ー
ゼ
ル
黒
煙
四
モ
ー
ド
排
出
ガ
ス
の
測
定
方
法
」
に
規
定

査
等
の
際
、
同
告
示
別
添
四
十
五
「
デ
ィ
ー
ゼ
ル
黒
煙
四
モ
ー
ド
排
出
ガ
ス
の
測
定
方
法
」
に
規
定

す
る
黒
煙
四
モ
ー
ド
法
（
６
・
１
・
１
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排

す
る
黒
煙
四
モ
ー
ド
法
（
６
・
１
・
１
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排

気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン

気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

軽
油
を
燃
料
と
す
る
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自

軽
油
を
燃
料
と
す
る
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自

40

40

動
車
並
び
に
軽
油
を
燃
料
と
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
る
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自

動
車
並
び
に
軽
油
を
燃
料
と
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
る
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自

動
車
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
七
年
八

動
車
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
七
年
八

月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ

月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
）
以
前
に
製
作
さ
れ

た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
六
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を

た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
六
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を

受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
認
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除

受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
認
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
十
一
号
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
二

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
九
号
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号

号
及
び
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
四
十
六
「
無
負
荷
急

及
び
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
四
十
六
「
無
負
荷
急
加

加
速
黒
煙
の
測
定
方
法
」
に
規
定
す
る
運
転
条
件
で
原
動
機
を
無
負
荷
の
ま
ま
で
急
速
に
加
速
さ
せ

速
黒
煙
の
測
定
方
法
」
に
規
定
す
る
運
転
条
件
で
原
動
機
を
無
負
荷
の
ま
ま
で
急
速
に
加
速
さ
せ
た

た
場
合
に
お
い
て
、
加
速
開
始
時
か
ら
発
生
す
る
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含

場
合
に
お
い
て
、
加
速
開
始
時
か
ら
発
生
す
る
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま

ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
い
を
三
回
測
定
し
、
そ
の
測
定
し
た
値
の
平
均
値
が
五
十
パ
ー
セ

れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
い
を
三
回
測
定
し
、
そ
の
測
定
し
た
値
の
平
均
値
が
五
十
パ
ー
セ
ン

ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

～

（
略
）

～

（
略
）

41

44

41

44

前
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
十
号
の
規
定
に

前
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
八
号
の
規
定
に

45

45

か
か
わ
ら
ず
、
完
成
検
査
等
の
際
、
同
告
示
別
添
四
十
五
「
デ
ィ
ー
ゼ
ル
四
モ
ー
ド
黒
煙
の
測
定
方

か
か
わ
ら
ず
、
完
成
検
査
等
の
際
、
同
告
示
別
添
四
十
五
「
デ
ィ
ー
ゼ
ル
四
モ
ー
ド
黒
煙
の
測
定
方

法
」
に
規
定
す
る
黒
煙
四
モ
ー
ド
法
（
６
・
１
・
１
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に

法
」
に
規
定
す
る
黒
煙
四
モ
ー
ド
法
（
６
・
１
・
１
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に

発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
が
四

発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
が
四

十
パ
ー
セ
ン
ト
い
か
で
あ
れ
ば
よ
い
。

十
パ
ー
セ
ン
ト
い
か
で
あ
れ
ば
よ
い
。

第
四
十
三
項
及
び
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一

第
四
十
三
項
及
び
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一

46

46

項
第
二
十
一
号
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か

項
第
十
九
号
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か

か
わ
ら
ず
、
完
成
検
査
等
の
際
、
同
告
示
別
添
四
十
六
「
無
負
荷
急
加
速
黒
煙
の
測
定
方
法
」
に
規

わ
ら
ず
、
完
成
検
査
等
の
際
、
同
告
示
別
添
四
十
六
「
無
負
荷
急
加
速
黒
煙
の
測
定
方
法
」
に
規
定
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定
す
る
運
転
条
件
で
原
動
機
を
無
負
荷
の
ま
ま
で
急
速
に
加
速
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
加
速
開
始

す
る
運
転
条
件
で
原
動
機
を
無
負
荷
の
ま
ま
で
急
速
に
加
速
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
加
速
開
始
時

時
か
ら
発
生
す
る
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度

か
ら
発
生
す
る
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合

合
い
を
三
回
測
定
し
、
そ
の
測
定
し
た
値
の
平
均
値
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

い
を
三
回
測
定
し
、
そ
の
測
定
し
た
値
の
平
均
値
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

、

（
略
）

、

（
略
）

47

48

47

48

前
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
十
号
の
規
定
に

前
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
八
号
の
規
定
に

49

49

か
か
わ
ら
ず
、
完
成
検
査
等
の
際
、
同
告
示
別
添
四
十
五
「
デ
ィ
ー
ゼ
ル
黒
煙
四
モ
ー
ド
排
出
ガ
ス

か
か
わ
ら
ず
、
完
成
検
査
等
の
際
、
同
告
示
別
添
四
十
五
「
デ
ィ
ー
ゼ
ル
黒
煙
四
モ
ー
ド
排
出
ガ
ス

の
測
定
方
法
」
に
規
定
す
る
黒
煙
四
モ
ー
ド
法
（
６
・
１
・
１
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
運
行
す

の
測
定
方
法
」
に
規
定
す
る
黒
煙
四
モ
ー
ド
法
（
６
・
１
・
１
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
運
行
す

る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の

る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の

度
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

度
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

第
四
十
七
項
及
び
第
四
十
八
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一

第
四
十
七
項
及
び
第
四
十
八
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一

50

50

項
第
二
十
一
号
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か

項
第
十
九
号
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か

か
わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
四
十
六
「
無
負
荷
急
加
速
黒
煙
の
測
定
方
法
」
に
規
定
す
る
運
転
条
件
で

わ
ら
ず
、
同
告
示
別
添
四
十
六
「
無
負
荷
急
加
速
黒
煙
の
測
定
方
法
」
に
規
定
す
る
運
転
条
件
で
原

原
動
機
を
無
負
荷
の
ま
ま
で
急
速
に
加
速
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
加
速
開
始
時
か
ら
発
生
す
る
排

動
機
を
無
負
荷
の
ま
ま
で
急
速
に
加
速
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
加
速
開
始
時
か
ら
発
生
す
る
排
気

気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
い
を
三
回
測
定

管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
い
を
三
回
測
定
し
、

し
、
そ
の
測
定
し
た
値
の
平
均
値
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

そ
の
測
定
し
た
値
の
平
均
値
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

、

（
略
）

、

（
略
）

51

52

51

52

ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

53

53

平
成
十
一
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）

平
成
十
一
年
八
月
三
十
一
日
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）

以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
年
十
月
一
日

以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
成
十
年
十
月
一
日

以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び

以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び

に
認
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告

に
認
定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
九
号
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
一

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
七
号
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
、
二
（
略
）

一
、
二
（
略
）

（
略
）

（
略
）

54

54

前
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
十
号
の
規
定
に
か

前
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
八
号
の
規
定
に
か

55

55

か
わ
ら
ず
、
完
成
検
査
等
の
際
、
同
告
示
別
添
四
十
五
「
デ
ィ
ー
ゼ
ル
四
モ
ー
ド
黒
煙
の
測
定
方

か
わ
ら
ず
、
完
成
検
査
等
の
際
、
同
告
示
別
添
四
十
五
「
デ
ィ
ー
ゼ
ル
四
モ
ー
ド
黒
煙
の
測
定
方

法
」
に
規
定
す
る
黒
煙
四
モ
ー
ド
法
（
６
・
１
・
１
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に

法
」
に
規
定
す
る
黒
煙
四
モ
ー
ド
法
（
６
・
１
・
１
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に

発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
が
そ

発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
が
そ

れ
ぞ
れ
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

れ
ぞ
れ
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

第
五
十
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
十
一
号
、

第
五
十
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
九
号
、
第

56

56

第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告

百
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
告
示

示
別
添
四
十
六
「
無
負
荷
急
加
速
黒
煙
の
測
定
方
法
」
に
規
定
す
る
運
転
条
件
で
原
動
機
を
無
負
荷

別
添
四
十
六
「
無
負
荷
急
加
速
黒
煙
の
測
定
方
法
」
に
規
定
す
る
運
転
条
件
で
原
動
機
を
無
負
荷
の

の
ま
ま
で
急
速
に
加
速
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
加
速
開
始
時
か
ら
発
生
す
る
排
気
管
か
ら
大
気
中

ま
ま
で
急
速
に
加
速
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
加
速
開
始
時
か
ら
発
生
す
る
排
気
管
か
ら
大
気
中
に

に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
い
を
三
回
測
定
し
、
そ
の
測
定
し
た

排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
い
を
三
回
測
定
し
、
そ
の
測
定
し
た
値

値
の
平
均
値
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

の
平
均
値
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

～

（
略
）

～

（
略
）

57

83

57

83

普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
、
軽
自
動
車
及
び
大
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、
一
酸
化

普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
、
軽
自
動
車
及
び
大
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
、
一
酸
化

84

84

炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち

炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち
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国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
設
備
・
体
制
整
備
等
を
行
い
試
験
の
実
施
が
可
能

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
設
備
・
体
制
整
備
等
を
行
い
試
験
の
実
施
が
可
能

と
な
る
環
境
が
整
う
ま
で
の
間
、
細
目
告
示
第
百
十
九
条
第
一
項
（
第
十
号
及
び
第
十
二
号
の
規
定

と
な
る
環
境
が
整
う
ま
で
の
間
、
細
目
告
示
第
百
十
九
条
第
一
項
（
第
九
号
及
び
第
十
一
号
の
規
定

を
除
く
。
）
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

を
除
く
。
）
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
二
輪
自
動
車
で
あ
っ
て
軽
自
動
車
（
型
式
認
定
自
動
車
に
限
る
。
）
で

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
二
輪
自
動
車
で
あ
っ
て
軽
自
動
車
（
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一

85

85

あ
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
四
号

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、

の
イ
に
掲
げ
る
自
動
車
及
び
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
八
年
十
月
一
日

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
四
号
の
イ
に
掲
げ
る
自
動

以
降
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
七

車
及
び
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
八
年
十
月
一
日
以
降
に
施
行
規
則
第

号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
の
際
、
当
該
自
動
車
を
道

六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）

路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
を
改
正
す
る
告
示
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告

は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の

示
第
九
百
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
細
目
告
示
別
添
四
十
四
「
二
輪
車
モ
ー
ド
排
出
ガ
ス
の
測
定
方

三
第
五
項
の
検
査
の
際
、
当
該
自
動
車
を
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
を
改

法
」
に
規
定
す
る
二
輪
車
モ
ー
ド
法
（
以
下
単
に
「
二
輪
車
暖
機
モ
ー
ド
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

正
す
る
告
示
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
細
目
告
示
別
添
四

運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭

十
四
「
二
輪
車
モ
ー
ド
排
出
ガ
ス
の
測
定
方
法
」
に
規
定
す
る
二
輪
車
モ
ー
ド
法
（
以
下
単
に
「
二

素
、
炭
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物
の
走
行
距
離
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
排
出
量
を
グ
ラ
ム
で
表

輪
車
暖
機
モ
ー
ド
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排

し
た
値
（
炭
化
水
素
に
あ
っ
て
は
炭
素
数
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
値
を
グ
ラ
ム
に
換
算
し
た

出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物
の
走
行
距
離
一
キ
ロ
メ

値
）
の
当
該
自
動
車
及
び
当
該
自
動
車
と
同
一
の
型
式
の
自
動
車
で
あ
っ
て
既
に
施
行
規
則
第
六
十

ー
ト
ル
当
た
り
の
排
出
量
を
グ
ラ
ム
で
表
し
た
値
（
炭
化
水
素
に
あ
っ
て
は
炭
素
数
当
量
に
よ
る
容

二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
を
終
了
し
た
す
べ
て
の
も
の
に
お
け
る
平
均
値
が
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の

量
比
で
表
し
た
値
を
グ
ラ
ム
に
換
算
し
た
値
）
の
当
該
自
動
車
及
び
当
該
自
動
車
と
同
一
の
型
式
の

上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
及
び
窒
素
酸

自
動
車
で
あ
っ
て
既
に
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
を
終
了
し
た
す
べ
て
の
も
の
に

化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

お
け
る
平
均
値
が
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

表
（
略
）

の
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ

い
。

表
（
略
）

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
二
輪
自
動
車
で
あ
っ
て
小
型
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
二
輪
自
動
車
で
あ
っ
て
小
型
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化

86

86

炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
二
十
年
八
月
三
十
一

炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
二
十
年
八
月
三
十
一

日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
四
号
の
ロ
に
掲
げ
る
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自

日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
四
号
の
ロ
に
掲
げ
る
自
動
車
並
び
に
輸
入
さ
れ
た
自

動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
九
年
十
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及

動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
九
年
十
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及

び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第

び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第

十
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
完
成
検
査
等
の
際
、
当
該
自
動
車
を
二
輪
車
暖
機
モ
ー
ド
法
に
よ

十
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
完
成
検
査
等
の
際
、
当
該
自
動
車
を
二
輪
車
暖
機
モ
ー
ド
法
に
よ

り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭

り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭

素
、
炭
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物
の
走
行
距
離
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
排
出
量
を
グ
ラ
ム
で
表

素
、
炭
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物
の
走
行
距
離
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
排
出
量
を
グ
ラ
ム
で
表

し
た
値
（
炭
化
水
素
に
あ
っ
て
は
炭
素
数
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
値
を
グ
ラ
ム
に
換
算
し
た

し
た
値
（
炭
化
水
素
に
あ
っ
て
は
炭
素
数
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
値
を
グ
ラ
ム
に
換
算
し
た

値
）
の
当
該
自
動
車
及
び
当
該
自
動
車
と
同
一
の
型
式
の
自
動
車
で
あ
っ
て
既
に
完
成
検
査
等
を
終

値
）
の
当
該
自
動
車
及
び
当
該
自
動
車
と
同
一
の
型
式
の
自
動
車
で
あ
っ
て
既
に
完
成
検
査
等
を
終

了
し
た
す
べ
て
の
も
の
に
お
け
る
平
均
値
が
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別

了
し
た
す
べ
て
の
も
の
に
お
け
る
平
均
値
が
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え

な
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

な
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

表
（
略
）

表
（
略
）

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
二
輪
自
動
車
で
あ
っ
て
小
型
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
二
輪
自
動
車
で
あ
っ
て
小
型
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化

87

87

炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
二
十
年
八
月
三
十
一

炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
二
十
年
八
月
三
十
一

日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
自
動
車
を
除
く
。
）
は
、
細
目
告

日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
自
動
車
を
除
く
。
）
は
、
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
百
十
九
条
第
一
項
第
九
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
規

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
及
び
第
百
十
九
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
規

検
査
等
の
際
、
当
該
自
動
車
を
二
輪
車
暖
機
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管

検
査
等
の
際
、
当
該
自
動
車
を
二
輪
車
暖
機
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
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か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物
の
走

か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物
の
走

行
距
離
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
排
出
量
を
グ
ラ
ム
で
表
し
た
値
（
炭
化
水
素
に
あ
っ
て
は
炭
素

行
距
離
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
排
出
量
を
グ
ラ
ム
で
表
し
た
値
（
炭
化
水
素
に
あ
っ
て
は
炭
素

数
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
値
を
グ
ラ
ム
に
換
算
し
た
値
）
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
上
欄
に
掲

数
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
値
を
グ
ラ
ム
に
換
算
し
た
値
）
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物
の
欄

げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物
の
欄

に
掲
げ
る
値
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

に
掲
げ
る
値
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

表
（
略
）

表
（
略
）

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
二
輪
自
動
車
で
あ
っ
て
軽
自
動
車
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
九
年

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
二
輪
自
動
車
で
あ
っ
て
軽
自
動
車
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
十
九
年

88

88

八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
四
号
の
イ
に
掲
げ
る
自
動
車
及
び
輸
入

八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
四
号
の
イ
に
掲
げ
る
自
動
車
及
び
輸
入

さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
八
年
十
月
一
日
以
降
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定

さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
八
年
十
月
一
日
以
降
に
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の

自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
九
号
、
第
百
十
九
条
第
一

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、

項
第
十
号
及
び
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し

細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
七
号
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
百
九
十
七
条
第
一

て
い
る
状
態
で
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
の

項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態
で
発
生
し
、
排
気
管
か

容
量
比
で
表
し
た
測
定
値
及
び
同
排
出
物
に
含
ま
れ
る
炭
化
水
素
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
当
量
に
よ

ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
の
容
量
比
で
表
し
た
測
定
値
及
び
同
排

る
容
量
比
で
表
し
た
測
定
値
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

出
物
に
含
ま
れ
る
炭
化
水
素
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
測
定
値
が
、
次

表
の
一
酸
化
炭
素
及
び
炭
化
水
素
の
欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
一
酸
化
炭
素
及
び
炭
化
水
素
の

表
（
略
）

欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

表
（
略
）

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
二
輪
自
動
車
で
あ
っ
て
小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
二
十

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
二
輪
自
動
車
で
あ
っ
て
小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
二
十

89

89

年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
四
号
の
ロ
に
掲
げ
る
自
動
車
並
び
に

年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
四
号
の
ロ
に
掲
げ
る
自
動
車
並
び
に

輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
九
年
十
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式

輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
十
九
年
十
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式

指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告

指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
九
号
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
一

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
七
号
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態
で
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気

号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
て
い
る
状
態
で
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気

中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
の
容
量
比
で
表
し
た
測
定
値
及
び
同
排
出
物
に

中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
の
容
量
比
で
表
し
た
測
定
値
及
び
同
排
出
物
に

含
ま
れ
る
炭
化
水
素
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
測
定
値
が
、
次
の
表
の

含
ま
れ
る
炭
化
水
素
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
測
定
値
が
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
一
酸
化
炭
素
及
び
炭
化
水
素
の
欄
に
掲

上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
一
酸
化
炭
素
及
び
炭
化
水
素
の
欄
に
掲

げ
る
値
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

げ
る
値
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

表
（
略
）

表
（
略
）

軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置

90
指
定
自
動
車
に
限
る
。
）
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
認
定
自
動
車
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
平
成

二
十
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力
が1

3
0
k
W

以
上5

6
0
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を

備
え
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
七
号
に
掲
げ
る
自
動
車
及
び
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で

あ
っ
て
平
成
十
八
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発

散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
は
、
細
目
告
示
第

四
十
一
条
第
一
項
第
十
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
型
特
殊
自
動
車
に
あ
っ
て
は
完
成
検
査
等

の
際
、
小
型
特
殊
自
動
車
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
の
際
、
細
目
告

示
別
添
四
十
三
「
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
排
出
ガ
ス
の
測
定
方
法
」
に
規
定
す
る
デ
ィ

ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
（
以
下
「
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
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化
炭
素
、
炭
化
水
素
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
を
グ
ラ
ム
で
表
し
た
値
（
炭
化
水

素
に
あ
っ
て
は
、
炭
素
数
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
値
を
グ
ラ
ム
に
換
算
し
た
値
）
を
、
同
デ

ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
た
仕
事
量
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

で
表
し
た
値
で
そ
れ
ぞ
れ
除
し
て
得
た
値
の
当
該
自
動
車
及
び
当
該
自
動
車
と
同
一
の
型
式
の
自
動

車
で
あ
っ
て
既
に
完
成
検
査
等
又
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
を
終
了
し
た
す
べ

て
の
も
の
に
お
け
る
平
均
値
が
、
一
酸
化
炭
素
に
つ
い
て
は
三
・
五
〇
、
炭
化
水
素
に
つ
い
て
は
一

・
〇
〇
、
窒
素
酸
化
物
に
つ
い
て
は
六
・
〇
〇
、
粒
子
状
物
質
に
つ
い
て
は
〇
・
二
〇
を
超
え
な
い

も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置

91
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力
が

13
0
k
W

以
上5

6
0
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備
え
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
七
号
に
掲
げ
る
自
動
車
を

除
く
。
）
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
及
び
第
百
十
九
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
新
規
検
査
等
の
際
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場

合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水

素
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
を
グ
ラ
ム
で
表
し
た
値
（
炭
化
水
素
に
あ
っ
て
は
、

炭
素
数
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
値
を
グ
ラ
ム
に
換
算
し
た
値
）
を
、
同
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自

動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
た
仕
事
量
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
で
表
し
た
値
で
そ

れ
ぞ
れ
除
し
て
得
た
値
が
、
一
酸
化
炭
素
に
つ
い
て
は
四
・
五
五
、
炭
化
水
素
に
つ
い
て
は
一
・
三

〇
、
窒
素
酸
化
物
に
つ
い
て
は
七
・
八
〇
、
粒
子
状
物
質
に
つ
い
て
は
〇
・
二
六
を
超
え
な
い
も
の

で
あ
れ
ば
よ
い
。

軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置

92
指
定
自
動
車
に
限
る
。
）
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
認
定
自
動
車
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
平
成

二
十
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力
が1

9
k
W

以
上3

7
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備

え
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
七
号
に
掲
げ
る
自
動
車
及
び
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ

っ
て
平
成
十
九
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散

防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
は
、
細
目
告
示
第
四

十
一
条
第
一
項
第
十
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
型
特
殊
自
動
車
に
あ
っ
て
は
完
成
検
査
等
の

際
、
小
型
特
殊
自
動
車
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
の
際
、
デ
ィ
ー
ゼ

ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ

る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
を
グ

ラ
ム
で
表
し
た
値
（
炭
化
水
素
に
あ
っ
て
は
、
炭
素
数
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
値
を
グ
ラ
ム

に
換
算
し
た
値
）
を
、
同
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し

た
仕
事
量
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
で
表
し
た
値
で
そ
れ
ぞ
れ
除
し
て
得
た
値
の
当
該
自
動
車
及
び
当
該
自

動
車
と
同
一
の
型
式
の
自
動
車
で
あ
っ
て
既
に
完
成
検
査
等
又
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五

項
の
検
査
を
終
了
し
た
す
べ
て
の
も
の
に
お
け
る
平
均
値
が
、
一
酸
化
炭
素
に
つ
い
て
は
五
・
〇

〇
、
炭
化
水
素
に
つ
い
て
は
一
・
五
〇
、
窒
素
酸
化
物
に
つ
い
て
は
八
・
〇
〇
、
粒
子
状
物
質
に
つ

い
て
は
〇
・
八
〇
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置

93
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力
が

1
9
k
W

以
上3

7
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備
え
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
七
号
に
掲
げ
る
自
動
車
を
除
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く
。
）
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
及
び
第
百
十
九
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
新
規
検
査
等
の
際
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合

に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
、

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
を
グ
ラ
ム
で
表
し
た
値
（
炭
化
水
素
に
あ
っ
て
は
、
炭
素

数
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
値
を
グ
ラ
ム
に
換
算
し
た
値
）
を
、
同
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車

八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
た
仕
事
量
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
で
表
し
た
値
で
そ
れ
ぞ

れ
除
し
て
得
た
値
が
、
一
酸
化
炭
素
に
つ
い
て
は
六
・
五
〇
、
炭
化
水
素
に
つ
い
て
は
一
・
九
五
、

窒
素
酸
化
物
に
つ
い
て
は
十
・
四
〇
、
粒
子
状
物
質
に
つ
い
て
は
一
・
〇
四
を
超
え
な
い
も
の
で
あ

れ
ば
よ
い
。

軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置

94
指
定
自
動
車
に
限
る
。
）
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
認
定
自
動
車
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
平
成

二
十
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力
が7

5
k
W

以
上1

3
0
kW

未
満
で
あ
る
原
動
機
を

備
え
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
七
号
に
掲
げ
る
自
動
車
及
び
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で

あ
っ
て
平
成
十
九
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発

散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
は
、
細
目
告
示
第

四
十
一
条
第
一
項
第
十
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
型
特
殊
自
動
車
に
あ
っ
て
は
完
成
検
査
等

の
際
、
小
型
特
殊
自
動
車
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
の
際
、
デ
ィ
ー

ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ

れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
を

グ
ラ
ム
で
表
し
た
値
（
炭
化
水
素
に
あ
っ
て
は
、
炭
素
数
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
値
を
グ
ラ

ム
に
換
算
し
た
値
）
を
、
同
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生

し
た
仕
事
量
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
で
表
し
た
値
で
そ
れ
ぞ
れ
除
し
て
得
た
値
の
当
該
自
動
車
及
び
当
該

自
動
車
と
同
一
の
型
式
の
自
動
車
で
あ
っ
て
既
に
完
成
検
査
又
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五

項
の
検
査
を
終
了
し
た
す
べ
て
の
も
の
に
お
け
る
平
均
値
が
、
一
酸
化
炭
素
に
つ
い
て
は
五
・
〇

〇
、
炭
化
水
素
に
つ
い
て
は
一
・
〇
〇
、
窒
素
酸
化
物
に
つ
い
て
は
六
・
〇
〇
、
粒
子
状
物
質
に
つ

い
て
は
〇
・
三
〇
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置

95
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力
が

7
5
k
W

以
上1

3
0
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備
え
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
七
号
に
掲
げ
る
自
動
車
を

除
く
。
）
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
及
び
第
百
十
九
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
新
規
検
査
等
の
際
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場

合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水

素
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
を
グ
ラ
ム
で
表
し
た
値
（
炭
化
水
素
に
あ
っ
て
は
、

炭
素
数
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
値
を
グ
ラ
ム
に
換
算
し
た
値
）
を
、
同
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自

動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
た
仕
事
量
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
で
表
し
た
値
で
そ

れ
ぞ
れ
除
し
て
得
た
値
が
、
一
酸
化
炭
素
に
つ
い
て
は
六
・
五
〇
、
炭
化
水
素
に
つ
い
て
は
一
・
三

〇
、
窒
素
酸
化
物
に
つ
い
て
は
七
・
八
〇
、
粒
子
状
物
質
に
つ
い
て
は
〇
・
三
九
を
超
え
な
い
も
の

で
あ
れ
ば
よ
い
。

軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置

96
指
定
自
動
車
に
限
る
。
）
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
認
定
自
動
車
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
平
成
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二
十
一
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力
が3

7k
W

以
上5

6k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を

備
え
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
七
号
に
掲
げ
る
自
動
車
及
び
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で

あ
っ
て
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等

発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
は
、
細
目
告
示

第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
型
特
殊
自
動
車
に
あ
っ
て
は
完
成
検
査

等
の
際
、
小
型
特
殊
自
動
車
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
の
際
、
デ
ィ

ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出

さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量

を
グ
ラ
ム
で
表
し
た
値
（
炭
化
水
素
に
あ
っ
て
は
、
炭
素
数
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
値
を
グ

ラ
ム
に
換
算
し
た
値
）
を
、
同
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発

生
し
た
仕
事
量
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
で
表
し
た
値
で
そ
れ
ぞ
れ
除
し
て
得
た
値
の
当
該
自
動
車
及
び
当

該
自
動
車
と
同
一
の
型
式
の
自
動
車
で
あ
っ
て
既
に
完
成
検
査
又
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第

五
項
の
検
査
を
終
了
し
た
す
べ
て
の
も
の
に
お
け
る
平
均
値
が
、
一
酸
化
炭
素
に
つ
い
て
は
五
・
〇

〇
、
炭
化
水
素
に
つ
い
て
は
一
・
三
〇
、
窒
素
酸
化
物
に
つ
い
て
は
七
・
〇
〇
、
粒
子
状
物
質
に
つ

い
て
は
〇
・
四
〇
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置

97
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力

が3
7
k
W

以
上5

6
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備
え
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
七
号
に
掲
げ
る
自
動
車
を

除
く
。
）
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
及
び
第
百
十
九
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
新
規
検
査
等
の
際
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場

合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水

素
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
を
グ
ラ
ム
で
表
し
た
値
（
炭
化
水
素
に
あ
っ
て
は
、

炭
素
数
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
値
を
グ
ラ
ム
に
換
算
し
た
値
）
を
、
同
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自

動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
た
仕
事
量
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
で
表
し
た
値
で
そ

れ
ぞ
れ
除
し
て
得
た
値
が
、
一
酸
化
炭
素
に
つ
い
て
は
六
・
五
〇
、
炭
化
水
素
に
つ
い
て
は
一
・
六

九
、
窒
素
酸
化
物
に
つ
い
て
は
九
・
一
〇
、
粒
子
状
物
質
に
つ
い
て
は
〇
・
五
二
を
超
え
な
い
も
の

で
あ
れ
ば
よ
い
。

軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置

98
指
定
自
動
車
に
限
る
。
）
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
認
定
自
動
車
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
平
成

二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力
が5

6
k
W

以
上7

5
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を

備
え
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
七
号
に
掲
げ
る
自
動
車
及
び
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で

あ
っ
て
平
成
二
十
年
十
月
一
日
以
降
に
、
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発

散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
並
び
に
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）
は
、
細
目
告
示
第

四
十
一
条
第
一
項
第
十
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
型
特
殊
自
動
車
に
あ
っ
て
は
完
成
検
査
等

の
際
、
小
型
特
殊
自
動
車
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
の
際
、
デ
ィ
ー

ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ

れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
を

グ
ラ
ム
で
表
し
た
値
（
炭
化
水
素
に
あ
っ
て
は
、
炭
素
数
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
値
を
グ
ラ

ム
に
換
算
し
た
値
）
を
、
同
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生

し
た
仕
事
量
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
で
表
し
た
値
で
そ
れ
ぞ
れ
除
し
て
得
た
値
の
当
該
自
動
車
及
び
当
該
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自
動
車
と
同
一
の
型
式
の
自
動
車
で
あ
っ
て
既
に
完
成
検
査
等
又
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第

五
項
の
検
査
を
終
了
し
た
す
べ
て
の
も
の
に
お
け
る
平
均
値
が
、
一
酸
化
炭
素
に
つ
い
て
は
五
・
〇

〇
、
炭
化
水
素
に
つ
い
て
は
一
・
三
〇
、
窒
素
酸
化
物
に
つ
い
て
は
七
・
〇
〇
、
粒
子
状
物
質
に
つ

い
て
は
〇
・
四
〇
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
及
び
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置

99
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
定
格
出
力

が5
6
k
W

以
上7

5
k
W

未
満
で
あ
る
原
動
機
を
備
え
た
も
の
（
第
一
項
の
表
第
七
号
に
掲
げ
る
自
動
車
を

除
く
。
）
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
及
び
第
百
十
九
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
新
規
検
査
等
の
際
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場

合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水

素
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
を
グ
ラ
ム
で
表
し
た
値
（
炭
化
水
素
に
あ
っ
て
は
、

炭
素
数
当
量
に
よ
る
容
量
比
で
表
し
た
値
を
グ
ラ
ム
に
換
算
し
た
値
）
を
、
同
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自

動
車
八
モ
ー
ド
法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
た
仕
事
量
を
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
で
表
し
た
値
で
そ

れ
ぞ
れ
除
し
て
得
た
値
が
、
一
酸
化
炭
素
に
つ
い
て
は
六
・
五
〇
、
炭
化
水
素
に
つ
い
て
は
一
・
六

九
、
窒
素
酸
化
物
に
つ
い
て
は
九
・
一
〇
、
粒
子
状
物
質
に
つ
い
て
は
〇
・
五
二
を
超
え
な
い
も
の

で
あ
れ
ば
よ
い
。

第
九
十
項
、
第
九
十
二
項
、
第
九
十
四
項
、
第
九
十
六
項
及
び
第
九
十
八
項
に
規
定
す
る
自
動
車

100
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
十
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
型
特
殊
自
動

車
に
あ
っ
て
は
完
成
検
査
等
の
際
、
小
型
特
殊
自
動
車
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第

五
項
の
検
査
の
際
、
第
九
十
一
項
、
第
九
十
三
項
、
第
九
十
五
項
、
第
九
十
七
項
及
び
第
九
十
九
項

に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
十
号
及
び
第
百
十
九
条
第

一
項
第
十
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
規
検
査
等
の
際
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
特
殊
自
動
車
八
モ
ー
ド

法
に
よ
り
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒

煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

第
九
十
項
、
第
九
十
二
項
、
第
九
十
四
項
、
第
九
十
六
項
及
び
第
九
十
八
項
に
規
定
す
る
自
動
車

101
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
規
定
（
細
目
告
示
第
五
条
第
四
号
、

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
運
送
車
両
の
保

安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四

百
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
細
目
告
示
別
添
四
十
六
「
無
負
荷
急
加
速
黒
煙
の
測
定
方
法
」
に
規
定
す

る
運
転
条
件
で
原
動
機
を
無
負
荷
の
ま
ま
で
急
速
に
加
速
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
ア
ク
セ
ル
ペ
ダ

ル
を
踏
み
込
み
始
め
た
時
か
ら
発
生
す
る
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る

黒
煙
に
よ
る
汚
染
の
度
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

（
前
照
灯
等
）

（
前
照
灯
等
）

第
二
十
九
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
二
十
九
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
二
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
四
十
二
条
、
第
百
二
十
条
及
び
第
百
九
十
八
条
の
規
定
に

第
三
十
二
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
四
十
二
条
、
第
百
二
十
条
及
び
第
百
九
十
八
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
十
一
（
略
）

一
～
十
一
（
略
）

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。

定
は
、
適
用
し
な
い
。
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自

動

車

条

項

自

動

車

条

項

一

昭
和
四
十
八
年
十
一
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車

（
略
）

一

昭
和
四
十
八
年
十
一
月
三
十
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車

（
略
）

二

平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
二
輪
自
動
車
及
び

（
略
）

二

平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
二
輪
自
動
車
及
び

（
略
）

側
車
付
二
輪
自
動
車
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ

側
車
付
二
輪
自
動
車
（
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ

て
平
成
九
年
十
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
及

て
平
成
九
年
十
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

び
認
定
を
受
け
た
型
式
認
定
自
動
車
を
除
く
。
）

り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
及
び
施
行
規
則
第
六

十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
自
動
車
を
除

く
。
）

三

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車

（
略
）

三

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車

（
略
）

３
（
略
）

３
（
略
）

４

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

４

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
前
部
霧
灯
）

（
前
部
霧
灯
）

第
三
十
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第

第
三
十
三
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
四
十
三
条
、
第
百
二
十
一
条
及
び
第
百
九
十
九
条
の
規
定

三
十
三
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
四
十
三
条
、
第
百
二
十
一
条
及
び
第
百
九
十
九
条
の
規
定
に

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
二
（
略
）

一
～
二
（
略
）

２
～
４
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

５

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
側
方
照
射
灯
等
）

（
側
方
照
射
灯
等
）

第
三
十
一
条

平
成
八
年
一
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第
三

第
三
十
一
条

平
成
八
年
一
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第
三

十
三
条
の
二
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
四
十
四
条
、
第
百
二
十
二
条
及
び
第
二
百
条
の
規
定
に
か

十
三
条
の
二
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
四
十
四
条
、
第
百
二
十
二
条
及
び
第
二
百
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
、
二
（
略
）

一
、
二
（
略
）

３

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

３

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
車
幅
灯
）

（
車
幅
灯
）

第
三
十
二
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
二
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
四
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
四
十
五
条
、
第
百
二
十
三
条
及
び
第
二
百
一
条
の
規
定
に

第
三
十
四
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
四
十
五
条
、
第
百
二
十
三
条
及
び
第
二
百
一
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
四
（
略
）

一
～
四
（
略
）

２
～
３
（
略
）

２
～
３
（
略
）
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４

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

４

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
前
部
上
側
端
灯
）

（
前
部
上
側
端
灯
）

第
三
十
三
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
三
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
四
十
六
条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
二
百
二
条
の
規

第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
四
十
六
条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
二
百
二
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
四
（
略
）

一
～
四
（
略
）

２
（
略
）

２
（
略
）

３

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

３

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

第
三
十
四
条
（
略
）

第
三
十
四
条
（
略
）

（
側
方
灯
及
び
側
方
照
射
灯
）

（
側
方
灯
及
び
側
方
照
射
灯
）

第
三
十
五
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
五
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
四
十
八
条
、
第
百
二
十
六
条
及
び
第
二
百
四
条
の
規

第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
四
十
八
条
、
第
百
二
十
六
条
及
び
第
二
百
四
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
六
（
略
）

一
～
六
（
略
）

２
～
５
（
略
）

２
～
５
（
略
）

６

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示

６

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

７
（
略
）

７
（
略
）

（
番
号
灯
）

（
番
号
灯
）

第
三
十
六
条

昭
和
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
六
条

昭
和
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
六
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
四
十
九
条
、
第
百
二
十
七
条
及
び
第
二
百
五
条
の
規
定
に

第
三
十
六
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
四
十
九
条
、
第
百
二
十
七
条
及
び
第
二
百
五
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
、
二
（
略
）

一
、
二
（
略
）

２
（
略
）

２
（
略
）

３

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

３

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
尾
灯
）

（
尾
灯
）

第
三
十
七
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
七
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
七
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
条
、
第
百
二
十
八
条
及
び
第
二
百
六
条
の
規
定
に
か

第
三
十
七
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
条
、
第
百
二
十
八
条
及
び
第
二
百
六
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
三
（
略
）

一
～
三
（
略
）

２
～
４
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

５

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
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適
用
し
な
い
。

（
後
部
霧
灯
）

（
後
部
霧
灯
）

第
三
十
八
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
八
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
七
条
の
二
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
一
条
、
第
百
二
十
九
条
及
び
第
二
百
七
条
の
規

第
三
十
七
条
の
二
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
一
条
、
第
百
二
十
九
条
及
び
第
二
百
七
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
三
（
略
）

一
～
三
（
略
）

２
～
４
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

５

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
駐
車
灯
）

（
駐
車
灯
）

第
三
十
九
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
九
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
二
条
、
第
百
三
十
条
及
び
第
二
百
八
条
の
規
定

第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
二
条
、
第
百
三
十
条
及
び
第
二
百
八
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
三
（
略
）

一
～
三
（
略
）

２
～
４
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

５

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
後
部
上
側
端
灯
）

（
後
部
上
側
端
灯
）

第
四
十
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第

第
四
十
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第

三
十
七
条
の
四
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
三
条
、
第
百
三
十
一
条
及
び
第
二
百
九
条
の
規
定

三
十
七
条
の
四
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
三
条
、
第
百
三
十
一
条
及
び
第
二
百
九
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
三
（
略
）

一
～
三
（
略
）

２

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

２

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

第
四
十
一
条
（
略
）

第
四
十
一
条
（
略
）

（
制
動
灯
）

（
制
動
灯
）

第
四
十
二
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
四
十
二
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
九
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
六
条
、
第
百
三
十
四
条
及
び
第
二
百
十
二
条
の
規
定

第
三
十
九
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
六
条
、
第
百
三
十
四
条
及
び
第
二
百
十
二
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
三
（
略
）

一
～
三
（
略
）

２
～
４
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

５

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
補
助
制
動
灯
）

（
補
助
制
動
灯
）

第
四
十
三
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
四
十
三
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
三
十
九
条
の
二
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
七
条
、
第
百
三
十
五
条
及
び
第
二
百
十
三
条
の

第
三
十
九
条
の
二
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
七
条
、
第
百
三
十
五
条
及
び
第
二
百
十
三
条
の
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規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
三
（
略
）

一
～
三
（
略
）

２
（
略
）

２
（
略
）

３

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

３

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
後
退
灯
）

（
後
退
灯
）

第
四
十
四
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
四
十
四
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
四
十
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
八
条
、
第
百
三
十
六
条
及
び
第
二
百
十
四
条
の
規
定
に

第
四
十
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
八
条
、
第
百
三
十
六
条
及
び
第
二
百
十
四
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
三
（
略
）

一
～
三
（
略
）

２
～
４
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

５

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

６
～
８
（
略
）

６
～
８
（
略
）

（
方
向
指
示
器
）

（
方
向
指
示
器
）

第
四
十
五
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
四
十
五
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
四
十
一
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
九
条
、
第
百
三
十
七
条
及
び
第
二
百
十
五
条
の
規
定

第
四
十
一
条
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
五
十
九
条
、
第
百
三
十
七
条
及
び
第
二
百
十
五
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
四
（
略
）

一
～
四
（
略
）

２
～
７
（
略
）

２
～
７
（
略
）

８

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

８

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
補
助
方
向
指
示
器
）

（
補
助
方
向
指
示
器
）

第
四
十
六
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
四
十
六
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
四
十
一
条
の
二
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
六
十
条
、
第
百
三
十
八
条
及
び
第
二
百
十
六
条
の
規

第
四
十
一
条
の
二
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
六
十
条
、
第
百
三
十
八
条
及
び
第
二
百
十
六
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
三
（
略
）

一
～
三
（
略
）

２
（
略
）

２
（
略
）

３

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

３

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
非
常
点
滅
表
示
灯
）

（
非
常
点
滅
表
示
灯
）

第
四
十
七
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
四
十
七
条

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準

第
四
十
一
条
の
三
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
六
十
一
条
、
第
百
三
十
九
条
及
び
第
二
百
十
七
条
の

第
四
十
一
条
の
三
の
規
定
並
び
に
細
目
告
示
第
六
十
一
条
、
第
百
三
十
九
条
及
び
第
二
百
十
七
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一
～
三
（
略
）

一
～
三
（
略
）

２
～
４
（
略
）

２
～
４
（
略
）
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５

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

５

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定

細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

を
受
け
た
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
細
目
告
示
別
添
五
十
二
３
・
２
３
・
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
以
下
略
）

（
以
下
略
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


